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第３次美里町行政改革大綱 令和元年度の取組について 

【平成３１年４月から令和２年３月まで】 
 

令和２年８月 
総務課行政改革推進係 

  
１ はじめに 

 これまで町は、平成１９年に美里町行政改革大綱を平成２４年に第２次美里町行政改革

大綱（以下「第２次大綱」という。）をそれぞれ策定し、これに基づき平成２８年度まで行

政改革に取り組んできた。町を取り巻く厳しい社会状況の中、職員の意識改革を図りながら

引き続き行政改革に取り組むべく、平成２９年度に第３次美里町行政改革大綱（以下「第３

次大綱」という。）を策定し、実施計画書に基づき行政改革の取組を行っている。 
 
２ 第３次大綱に基づく令和元年度の取組とその検証 

令和元年度の各取組状況について、取組内容及び取組担当課に行ったヒアリングの結果、

美里町総合計画・美里町総合戦略（以下「総合計画」という。）による実施・管理が適正と

の結論により、行政改革の項目から除外し、重点的に取り組むもの８項目、継続して取り組

むもの７項目の合計１５を取組項目とした。 
また、同様に実施計画についてもその内容を精査し、取り組みの方向性が既に示された３

計画及び総合計画による事業管理が適切と判断した３計画について事業完了とし、新たに

実施計画を策定した１計画を加えた２３の実施計画について、実施計画ごとの調書による

進捗管理を行った。 
 
【 前年度末までに除外した取組項目 】 
項目№ 項目名 詳細 
２ 町税等収納率の向上及び租税教育 租税教育の実施 
７ 財政健全化計画の推進及び公表  
９ 下水道事業の経営健全化  
１０ 水道事業の経営健全化  
１１ 町立南郷病院の経営健全化  
１２ 第三セクターの経営改善  
２５ 職員研修の計画的な実行  
２９ 電子自治体の推進  
３３ 行政需要の把握とその対応 高齢運転者の交通事故対策 
３４    〃 子どもの貧困対策 
３７ 組織機構の見直し 子育て世代包括支援センター 
３８ 行政情報のわかりやすい提供  
３９ 住民懇談会の実施  
４２ 附属機関等への公募委員の登用 附属機関等委員の公募 
４３    〃 附属機関等委員の女性登用 
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【 前度末までに事業完了とした実施計画 】 
項目№ 項目名 詳細 
１６ 事務事業、施設管理の民間手法の推進 学校業務員 
１９    〃 子育て世代包括支援センター 
２２    〃 コミュニティセンター 
２３    〃 図書館 
３６ 組織機構の見直し 介護（地域包括ケアシステム） 

 
【 前年度末までに取組項目を統合した実施計画 】 
項目№ 項目名 詳細 
３０ 全庁的な内部統制の構築 職員研修、人事評価制度 

 

３ 実施計画の取組状況 

 各実施計画の取組状況の概要については、別添「第３次美里町行政改革大綱 令和元年度

実施計画書」のとおりである。 
（１）財政基盤の強化 
  財政基盤の強化については、４項目を設定し個別取組項目として５の実施計画に取り

組んだ。 
  町税等収納率の向上及び租税教育については、町債権の管理徴収体制が確立されたこ

とから、今後は、総合計画施策として徴収率の推移等のモニタリングを継続することとし

た。 
 
（２）行政サービスの質の向上 
  行政サービスの質の向上については、３項目を設定し個別取組項目として８の実施計

画に取り組んでいる。 
  全庁的な内部統制の構築については、行政サービスの質を向上させるため、内部統制基

本方針を策定し、業務マニュアルの作成による現状の事務手続きの見直しを行った。また、

事務事業事故等発生報告書を作成し、事務処理等におけるリスクの把握とその対策の構

築について試行した。  
  専門的な知識、経験を有する人材の活用と職員の質の向上については、当該人材の雇用

及び附属機関等に登用する仕組みが確立されたことから、その効果について、今後は、総

合計画施策として検証していくこととした。 
 
（３）社会情勢等の変化に対応した行政サービスと公民連携 
  社会情勢等の変化に対応した行政サービスと公民連携については、１項目を設定し個

別取組項目として２つの実施計画に取り組んでいる。 
  行政需要の把握とその対応を迅速的確に行うため、総合案内相談窓口を設置し、庁舎で

の案内業務は定着してきており、要望４件、苦情２件、相談７２件、情報提供５件が寄せ

られ、また、案内業務は５，５３７件あり、ニーズに沿った適切な対応を行った。 
住民等から寄せられた要望、意見等の政策への反映及びその公表の仕組みの見直しに
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ついては、検討に留まり、実施には至らなかった。 
 
（４）改善しながら継続する取組 
  上記（１）から（３）の３つの重点的に取り組むもののほか、これまで取り組んできた

項目のうち、改善しながら継続していくものとした個別取組項目として７の実施計画、令

和元年度に新たに１の実施計画を加え、８の実施計画に取り組んだ。 
  補助金等の見直しについては、法令外負担金等審査会による審査体制が確立し、また、

美里町補助金等の見直しガイドラインの策定によりモニタリング体制が整備され、法令

外負担金等の要請に関する削減意識が定着した。 
職員定員適正化計画の策定と公表については、美里町第３次定員適正化計画に基づく

定員適正化が図られ、また、その成果については、毎年度町広報紙により公表する仕組み

が定着した。 
  組織機構の見直しについては、美里町行政改革推進本部内にワーキンググループを設

置し、町全体の組織見直しの検討に着手した。また、令和元年度から新たな実施計画とし

て検討を開始した上下水道事業については、令和２年度に下水道課を水道事業所内に事

務所を移転し、令和３年４月組織統合に向けた調整を行った。 
  住民自治と住民参画については、これまで地域コミュニティの在り方に関する検討を

行ってきましたが、同様の取り組みが既に総合計画「地域づくり支援事業」で展開されて

いることから、取り組みを統合し展開することとした。 
 
 【 令和元年度行政改革取組項目数 】 

 取組項目 
実施計画

項目 

 

うち総合計画

で取組むもの 
うち事業終了

したもの 

（１）財政基盤の強化 ４ ５ １ － 

（２）行政サービスの質の向上 ３ ８ １ － 

（３）社会情勢等の変化に対応し 

た行政サービスと公民連携 
１ ２ － － 

（４）改善しながら継続する取組 ７ ８ １ ２ 

合  計 １５ ２３ ３ ２ 

 
４ おわりに 

行政改革の取組は、総合計画の施策実現を図る手段であり、その時々の社会情勢等を踏ま

え、新たな仕組みを構築し住民の福祉の向上につなげるものであり、昨今、これにより行政

運営の仕組みを見直し、改善していくことが一層重要となっている。 
また、実施計画に基づく各行政改革課題については、第３次大綱の計画期間である令和３
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年度までに方向性を示し、総合計画に反映させていくことが求められる。 
計画期間の折り返しとなる令和元年度については、「未了となっている実施計画が何を求

めているのか」の視点により各項目を再度見直し、各計画が目指す方向性と指標、実態を確

認した上で、昨年度に引き続き、既に総合計画で実施されている内容については、行政改革

項目から総合計画に引き継いだ。 
引続き、職員の意識改革を進め、限られた資源（ヒト、モノ、カネ、情報）の有効活用を

意識し、最少の経費で最大の効果を生み出す組織づくりを行うとともに、行政改革、総合計

画、内部統制それぞれの役割と展開を明確にし、理想とする町の将来像を目指し、進むべく

方向性を見極め事務・業務を展開する必要がある。 
 



第３次美里町行政改革大綱　実施計画一覧表

項目No. 柱№ 柱 大項目№ 大項目 小項目№ 小項目 重点 詳細名称 担当課 完了
実施計画
頁№

1 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 1 町税等収納率の向上及び租税教育 重点 町税等収納率の向上 徴収対策課
R01総合計画に転換

P1

2 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 1 町税等収納率の向上及び租税教育 重点 ・租税教育の実施 税務課
Ｈ29総合計画に転換

3 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 2 未利用地の売却及び活用 重点 ・公共施設等の管理（公共施設マネージメント） 防災管財課 P3

4 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 2 未利用地の売却及び活用 重点 ・未利用地の売却等 防災管財課 P5

5 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 3
公共施設の使用料等、受益者負担の見
直し

重点 防災管財課 P7

6 ① 財政基盤の強化 1 財政基盤の強化 4 広告収入等の確保 重点 総務課 P8

7 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

5 財政健全化計画の推進及び公表 企画財政課
Ｈ29総合計画に転換

8 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

6 補助金等の見直し 総務課
R01方向性決定完了

P9

9 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

7 下水道事業の経営健全化 下水道課
Ｈ29総合計画に転換

10 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

8 水道事業の経営健全化 水道事業所
Ｈ29総合計画に転換

11 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

9 町立南郷病院の経営健全化 町立南郷病院
Ｈ29総合計画に転換

12 1 財政基盤の強化 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

10 第三セクターの経営改善 産業振興課
Ｈ30方向性決定完了

13 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 1 全庁的な内部統制の構築 重点 総務課 P10

14 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 全庁的な業務委託 総務課 P12

15 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 給食センター 教育総務課 P13

16 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 学校業務員 教育総務課
Ｈ29方向性決定完了

17 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 指定管理 総務課 P14

18 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 保育所 子ども家庭課 P15

19 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 子育て世代包括支援センター 子ども家庭課
Ｈ29方向性決定完了

20 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 児童館 子ども家庭課 P16

21 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 幼稚園運営 教育総務課 P17

22 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 コミュニティセンター まちづくり推進課
Ｈ30方向性決定完了

23 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 2 事務事業、施設管理の民間手法の推進 重点 図書館 教育総務課
Ｈ30方向性決定完了

24 ② 行政サービスの質の向上 2 行政サービスの質の向上 3
専門的な知識、経験を有する人材の活
用と職員の質の向上

重点 総務課
R01総合計画に転換

P18

25 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

1 職員研修の計画的な実行 総務課
Ｈ29総合計画に転換

26 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

2
人材育成のための人事評価制度の適
切な運用

総務課 P19

27 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

3 職員定員適正化計画の策定と公表 総務課
R01方向性決定完了

P20

28 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

16
窓口・公共施設等の住民サービスの充
実

町民生活課 P21

29 2 行政サービスの質の向上 4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

17 電子自治体の推進 総務課
Ｈ30総合計画に転換

30 2 行政サービスの質の向上
2
4

行政サービスの質の向上／第2次大綱
から改善しながら継続する取組

1
1/2

全庁的な内部統制の構築 重点
／職員研修の計画的な実行／人材育成のため
の人事評価制度の適切な運用

総務課
Ｈ29項目統合・施策転換

31 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 相談窓口の周知 総務課 P23

32 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 行政への意見、要望、相談、苦情 総務課 P25

※「柱」欄、○付数字は重点項目 1/2



第３次美里町行政改革大綱　実施計画一覧表

項目No. 柱№ 柱 大項目№ 大項目 小項目№ 小項目 重点 詳細名称 担当課 完了
実施計画
頁№

33 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 ・高齢運転者の交通事故ｔ対策 防災管財課
Ｈ29総合計画に転換

34 ③
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

1 行政需要の把握とその対応 重点 子どもの貧困対策 子ども家庭課
Ｈ30総合計画に転換

35 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し 総務課 P26

36 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し
・介護に関する組織再編（地域包括ケアシステ
ム）

健康福祉課
Ｈ29組織見直完了

37 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し ・子育て世代包括支援センターの設置 子ども家庭課
Ｈ29総合計画に転換

38 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

11 行政情報の分かりやすい提供 総務課
Ｈ30総合計画に転換

39 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

12 住民懇談会の実施 総務課
Ｈ29総合計画に転換

40 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

13 住民自治と住民参画 まちづくり推進課
R01総合計画に転換

P27

41 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

14 会議及び会議録の公開 総務課 P28

42 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

15 附属機関等への公募委員の登用 ・附属機関等委員の公募 総務課
Ｈ30総合計画に転換

43 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

15 附属機関等への公募委員の登用 ・附属機関等委員の女性登用 総務課
Ｈ29総合計画に転換

44 3
社会情勢等の変化に対応した行政サー
ビスと公民連携

4
第2次大綱から改善しながら継続する取
組

4 組織機構の見直し 上下水道事業の組織見直し 水道事業所、下水道課
R01新規

P30

※

※

※

は、取組から除外した取組項目（除外年度は備考欄に記載）

は、令和元年度に取組から除外した取組項目

は、令和元年度に追加した新たな取組項目

黒字

赤字

青字

※「柱」欄、○付数字は重点項目 2/2
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 1 【①財政基盤の強化】  

項目名： 町税等収納率の向上及び租税教育 

【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２８年度から下水道事業の会計制度切り替えがあり、平成２７年度分農業集落排水事業と公共下水道事業の歳入が３

月で締切となったため、２科目について現年度分の徴収率９８．０％を達成することができませんでした。 

 今後も行政改革の目標値として設定し、取り組んでいきます。 

（２）課題   ☑ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

債権管理を適正に行い、徴収率を向上させる必要があります。 

財政状況が厳しい中、自主財源の確保に努めていかなければなりません。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・債権の管理及び回収の徹底により、非強制徴収公債権及び私債権の徴収を強化します。 
・債権管理研修の実施及び参加により担当職員の意識と徴収技法の向上を図ります。 
・債権所管課と連携し現年度徴収率向上対策を行います。 

平成３０年度 
・税債権及び強制徴収公債権の徴収を継続しつつ、町営住宅使用料及び災害援護資金の徴収を重点的に行います。 
・現年度徴収率が低い科目について、原因を追究し、その対策を行います。 
・債権所管課の債権管理に関する諸問題を把握し改善します。 
・研修に職員を派遣し徴収技法の向上を図るとともに、債権管理に関する内部規定を整備し全庁的な対応の統一を図ります。 
令和元年度 
・処理困難なために長期滞納となっている事案に取り組み、更なる滞納額の縮減を図ります。 
・非強制徴収公債権及び私債権の強制徴収を行うために各所管課との連携を強化します。 
・徴収経験１年未満の職員に対する内外の研修により、早期に徴収業務の習得を図ります。 
・納付推進センターの安定した業務運営を図ります。 
・職員の健康に配慮しながら効率的な徴収を達成できる業務配分を行います。 
令和２年度 
・処理困難なために長期滞納となっている事案に取り組み、更なる滞納額の縮減を図ります。 
・非強制徴収公債権及び私債権の強制徴収を行うために各所管課との連携を強化します。 
・新型コロナウイスルの影響により支払困難となった方の納付相談を行います。 
・納付推進センターの効率的な業務運営を図ります。 
・職員の健康に配慮しながら効率的な徴収を達成できる業務配分を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
債権管理に関する各課課

題の対応 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

電算システムによる債権

一括管理 

         

 
 

 

債権管理研修の実施          

 
 

 

非強制徴収公債権及び私

債権の強制徴収の実施 

         

 
 

 

納付推進業務（納付推進

センター運営） 

         

 
 

 

          

 
 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

・収納向上対策本部で掲げた債権管理に関する各課課題の対応が終了しました。また、電算システムで債権一括管理をする

ことで債権管理と徴収を強化する環境を整備しました。 

・債権管理研修については、全職員を対象とした研修は行いませんでしたが、科目別に実務的な研修を随時行いました。ま

た、東京都主税局主催の研修に職員を１年間派遣しました。 

・債権所管課との連携については、個別事案への対応をメインに行いました。特に今年度から本格償還が始まった災害援護

資金について、今後の債権管理についての初動対応をしました。また、収納環境について、郵便局窓口収納対象科目を４科

目（町営住宅使用料、たばこ税、学校給食費、下水道受益者負担金）、コンビニ収納対象科目を１科目（学校給食費）追加

しました。 

平成３０年度 

・非強制徴収公債権及び私債権（私債権等）の強制的な徴収に取り組み、支払督促６件、少額訴訟１件及び債権差押１件の

申立てを行いました。申立の手続については、マニュアルを作成し業務時間短縮に努めました。 

・私債権等の債権放棄では、徴収対策課で最終催告や訪問等を行い放棄の対象者を選定し、担当課と協力し適切な債権管理

を行いました。 

・重点課題の町営住宅使用料については、美里町営住宅の管理に関する実施要綱が平成３０年１０月１日施行に伴い、防災

管財課と協議し徴収に取り組みました。 

令和元年度 

・相続人が存在しない高額滞納案件の徴収のため、相続管理人選任の申立て１件を古川家庭裁判所に申し立てました。 

・非強制徴収公債権及び私債権を徴収するため、支払督促１件を実施しました。 

・私債権の徴収困難な事案のうち、債権放棄が相当と見込まれる事案について、個別調査を実施して、その調査結果を各債

権所管課に報告しました。 

・県主催の滞納整理研修（３人、延２５日）及び市町村アカデミー主催の徴収関係研修（１人、９日）を受講させ、徴収業

務のスキルアップを図りました。 

・納付推進センターでは、２６，６２１件の「納付の呼びかけ業務」及び２，１５８件の「納付催告書」を発送して現年度

分の徴収に取り組みました。 

・少額案件に対し５３５件差押予告書を発送し、滞納者数及び滞納額の縮減に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

徴収対策課 

/徴収対策係 

進捗管理者 

 菅井 清   

担当者 

 芦田 竜司 
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【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 徴収率９８．０％を達成しない科目数を減らすこと 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 滞納繰越分は、各科目により状況が異なること、滞納額を減らすには、新たな滞納者を発生させない

ことが大切であることから、現年度分の徴収率の向上を目標として、徴収率９８．０％未満の平成２３

年度の科目数（対象科目数２９科目）を基準とし、徴収率９８．０％を達成しない科目数を減らすこと

を目標としました。 

 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１５科目 １５科目 １５科目 １５科目 １５科目 

実 績 １７科目 ２０科目 ２２科目   

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 目標設定時、対象科目２９科目でしたが、管理科目数の増加及び指標とする科目の基準の変更（歳

入科目に準じ、同一科目の細節で設定）により、平成２９年度の対象科目数は５０科目となりました。

（出納整理期間がない企業会計分６科目を含む。） 

管理科目数の変動により、指標を対象科目数に対する未達成割合で比較すると、設定当初５１．７％

であったものが、平成２９年度においては３４．０％に縮減されている状況となっています。 

 また、収納向上対策本部会議において、収納率向上に関する各課の課題を把握し、その改善に着手

した結果、目標である徴収率９８％に達しないまでも、前年度と比べ収納率が向上している科目が増

加し、成果として表れてきた状況となっています。 

 平成３０年３月末の未収金は、３２８，２８２，５４０円で、前年と比較すると、４５，７９１，

６６０円減少しました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

  私債権等の強制執行に取り組んだ結果、今まで反応のなかった滞納者からの徴収に成功したもの

の、全滞納に対する徴収額が少なく、徴収率アップにはつながりませんでした。 

  ただし、滞納すると強制執行されることのアナウンス効果も期待できることから、今後も継続して

取り組んでいく必要があります。 

  住宅使用料では相談の際、美里町営住宅の管理に関する実施要綱に基づく退去基準を説明すること

により、分納の履行者が大幅に増加し、徴収率も前年度の９２．８０から９７．５７％と大きく伸ば

すことができました。 

  平成３１年３月末の未収金は、３６７，２８２，６８１円で、前年と比較すると、６２，０１２，

４２０円減少しました。 

※未収金の基準の変更（執行停止処理済及び病院診療報酬を含めた）により未収金の比較が合わない 

 参考：基準変更前の平成３１年３月末の未収金は、２５９，５２１，６８７円 

    基準変更後の平成３０年３月末の未収金は、４２９，２９５，１０１円 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

  年度当初、徴収の経験年数が少ない（１年未満）の職員が３人と半数を占めたことから、研修に趣

を置き、早期の徴収業務の習得を図りました。７月で外部の研修は終了したが、課長の併任や課長補

佐の異動により、徴収体制の見直しが必要となり、当初の徴収計画どおりに業務を遂行できませんで

した。 

  新たに取り組んだ、納付推進センターでの催告書の発送及び滞納金額が５０万以下の案件への最終

催告書の発送業務は効果があった。３年程度のスパンで実施すると効果があるため、今後も定期的に

行っていく必要があります。 

  令和元年年度は、徴収率が９８％以下の科目が増えただけではなく、未収金も３８０，９３２，１

５２円と前年度よりも１３，６４９，４７１円増加しました。未収金の増加は、不納欠損額の減少が

影響していますが、令和２年度は不納欠損額をさらに減らしつつ、徴収率の向上及び未収金の縮減を

図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画（Ｐｌａｎ）へ反映】 
 債権管理及び収納率向上に向け、全庁的に職員のスキルアップに取り組んできましたが、取組姿勢にバラつきがあり、結

果、徴収率が低下する科目が発生する事態となっています。理由の１つとして、所管課で債権管理及び徴収を担当する職員

が限られ、担当職員のスキルにより取組方が変わる等、継続した実施体制維持・確保が課題となります。 
 また、徴収方法が特別徴収と普通徴収がある科目について、普通徴収分の収納率の低迷と私債権科目の収納率向上確保が

課題であり、重点的な対策が必要です。 

平成２９年度【平成３０年度計画（Ｐｌａｎ）へ反映】 
・税債権及び強制徴収公債権の徴収を継続しつつ、町営住宅使用料及び災害援護資金の徴収を重点的に行います。 
・現年度徴収率が低い科目について、原因を追究し、その対策を行います。 
・債権所管課の債権管理に関する諸問題を把握し改善します。 
・研修に職員を派遣し徴収技法の向上を図るとともに、債権管理に関する内部規定を整備し全庁的な対応の統一を図ります。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映する】 
・処理困難なために長期滞納となっている事案に取り組み、更なる滞納額の縮減を図ります。 
・非強制徴収公債権及び私債権の強制徴収を行うために各所管課との連携を強化します。 
・徴収経験１年未満の職員に対する内外の研修により、早期に徴収業務の習得を図ります。 
・納付推進センターの委託業者の変更と電話交換業務を追加したことによる混乱を防止し安定した業務運営を図ります。 
・職員の健康に配慮しながら効率的な徴収を達成できる業務配分を行います。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映する】 
・長期滞納事案に対する滞納整理を進めます。 
・非強制徴収公債権及び私債権の強制徴収を行うために各所管課との連携を強化します。 
・新型コロナウイルスの影響により、支払困難となった方の相談に対し適切に対応します。 
・納付推進センターでの業務補助を活用し、効率的に徴収を行います。 
・職員の健康に配慮しながら効率的な徴収を達成できる業務配分を行います。 
この取組項目は、町債権の徴収体制が確立され、また、総合計画において【納付推進事業】として同様に取り組んでいる

ことから、令和２年度から総合計画施策として実施していきます。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 3 【①財政基盤の強化】  

項目名： 未利用地の売却及び活用【重点】 

公共施設マネージメント  

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２７年度に「美里町公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

 今後は、各施設個別管理計画を検討し、計画的な統廃合等を進めます。 

（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

公共施設の経年劣化により公共施設等の維持管理費の増加が見込まれ、今後大きな財政負担が生じると予想されます。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 庁内の公共施設担当部署で７月ないしは８月に今後の取組方針を協議するとともに、具体的なスケジュールを決定します。 

平成３０年度 
・平成３０年度については、社会教育施設等長寿命化計画及び交流の森・交流館長寿命化計画を策定します。 
・平成３０年度に２計画、平成３１年度に４計画が策定できるよう担当部署と協議を重ね、各個別施設計画の調整を図りま

す。 
・個別施設計画の策定を完了している１０計画については、公共施設等総合管理計画との内容精査を行い、完了していない

計画については担当課や受注者へ公共施設等総合管理計画に沿った成果となるようアドバイスをしてまいります。 
・事業の進捗管理を行い、施設の適正管理を進めます。 

令和元年度 
・令和元年度については、美里町近代文学館の長寿命化計画を策定します。 
・美里町公共施設等総合管理計画に基づいた施設の統廃合の検討を進めます。 

・美里町公共施設等総合管理計画に個別計画を関連付けた調整を行ってまいります。 

令和２年度 
・美里町公共施設等総合管理計画で掲げている面積２割削減のシミュレーション、施設ごとの複合化、長寿命化の方向性を

定めます。 

・平成２７年度に策定した「美里町公共施設等総合管理計画」について、令和２年度に計画期間が満了となるため、内容及び

各施設の方向性等について総合管理計画の見直しを行います。 
 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
個別施設管理計画の策定 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

総合管理計画の見直し          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２９年度については、担当部署相互の協議がなかったことから、スケジュール作成に至っていませんが、道路照明等、

舗装、学校施設、児童福祉施設、町営住宅等の各長寿命化計画を策定しました。 

平成３０年度 

公共施設等総合管理計画との調整が必要でありますが、平成３０年度には児童福祉施設、文化施設、スポーツ施設、コミ

ュニティ施設、交流の森・交流館の５つの長寿命化計画を策定しました。 

令和元年度 

長寿命化を前提とした施設改修を行う場合、個別計画の策定により対応してきましたが、町全体の具体的な方向性が定ま

っていないため、各課で作成する個別計画に対する総合的な関与はできませんでした。 

施設の複合化、長寿命化、除却の方向性について検討を進めています。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 個別施設計画の策定 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 各公共施設の今後の管理方針等を策定することで、施設の効率的な運用を行うことができます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１０ １２ １６ １６ １６ 

実 績 １０ １５ １６ － － 

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

平成２９年度までに１０計画が策定され、平成３０年度は計画に基づき、改修工事を行います。計

画を策定したことにより、財政的に有利な町債を活用し、改修工事が進められます。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

平成３０年度までに１５計画が策定され、平成３１年度は計画に基づき、改修工事を行います。計画

を策定したことにより、財政的に有利な町債を活用し、改修工事が進められます。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

令和元年度までに１６計画が策定され、令和３年度までに長寿命化等の必要な改修工事を行います。

計画を策定したことにより、財政的に有利な町債を財源として活用し、改修工事が進められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

防災管財課 

/庁舎管理係 

進捗管理者 

 小野 英樹 

担当者 

 遠藤 孝光 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱作成時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 本課の業務が多忙のため、担当部署相互の協議の場を設けることができませんでした。今後、防災管財課が主体となり、

各課の管理計画策定の方向性や進捗等についての調整を図る必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
・平成３０年度については、社会教育施設等長寿命化計画及び交流の森・交流館長寿命化計画を策定します。 
・平成３０年度に２計画、平成３１年度に４計画が策定できるよう担当部署と協議を重ね、各個別施設計画の調整を図りま

す。 
・個別施設計画の策定を完了している１０計画については、公共施設等総合管理計画との内容精査を行い、完了していない

計画については担当課や受注者へ公共施設等総合管理計画に沿った成果となるようアドバイスをしてまいります。 
・事業の進捗管理を行い、施設の適正管理を進めます。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
・美里町公共施設等総合管理計画に基づいた各施設の総合的な調整を行います。 

・令和元年度については、美里町近代文学館の長寿命化計画を策定します。 
・美里町公共施設等総合管理計画に基づいた施設の統廃合の検討を進めます。 

・美里町公共施設等総合管理計画に個別計画を関連付けた調整を行ってまいります。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
・町の人口見通しを基に、目標達成のためのシミュレーションを行い、当該施設の必要性・有効性を加味した上で、施設の

複合化、除却等の具体的な方向性を定めます。 

・５年ごとに基本方針を見直すこととしているため、これまでの５年間の取組見通しから、次期５年間の取組を検討し、避

難所等の機能性にも配慮した方針の見直しを行います。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 4 【①財政基盤の強化】  

項目名： 未利用地の売却及び活用【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 遊休土地の売却については、目標を達成できませんでした。 

 今後、遊休土地の情報を常に整理公開しながら「美里町公共施設等総合管理計画」を踏まえて売却、利活用を進めます。 

（２）課題   □ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

財政状況が厳しい中、自主財源確保に努めていかなければなりません。 

未利用の町有地が多数あり、管理費用が発生します。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・遊休土地の入札公告の実施 
・売払い物件をホームページへ掲載 

平成３０年度 
 旧桜木住宅跡地、二郷字南八丁町有地及び旧練牛小学校跡地の３箇所については、売却に向けた事務手続きを進めている

が、その他の旧小牛田幼稚園跡地及び昨年度まで応札のなかった旧中埣幼稚園駐車場についても、賃貸借や地域での利活用

も視野に入れ検討します。 
令和元年度 
 二郷字南八丁町有地の分筆した土地、旧中埣幼稚園駐車場の売却に向けて、手続きを進めます。旧練牛小学校跡地や旧小

牛田幼稚園跡地の売却又は利活用について検討します。 

令和２年度 
 二郷字南八丁町有地の分筆した土地の売却の手続きを進めます。 
旧教育財産跡地の売却又は利活用を検討するため、遊休地の台帳整理を行うとともに、サンディング等を検討します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
未利用町有地の売却  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 旧中埣幼稚園跡地の１か所については、売却済みです。 

 他の土地は現在売却に付すべく測量等を進めており、完了次第公売等の手続きを進めます。 

平成３０年度 

二郷字南八丁町有地の１か所については、売却済みです。 

他の土地は現在売却に付すべく測量等を進めており、完了次第公売等の手続きを進めます。 

令和元年度 

二郷字南八丁町有地の分筆した土地の売却は購入希望者の都合により翌年度となりました。 
旧中埣幼稚園駐車場については売却済みです。 
旧練牛小学校跡地や旧小牛田幼稚園跡地の売却又は利活用について検討しましたが、有効な方向性を見出すことはできませ

んでした。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 遊休土地の売却件数 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 遊休土地の売却件数を目標とし、自主財源の確保を図ります。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

３件 ４件 ５件 ５件 ５件 

実 績 １件 １件 ２件   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

旧中埣幼稚園跡地は、一般公募により応札があり売却、旧中埣幼稚園駐車場についても同様に一般

公募を計３回行ってきたが応札がありませんでした。旧桜木住宅跡地及び二郷字南八丁町有地につい

ては、土地境界確定及び不動産鑑定評価業務が予定通り進行しました。 

平成２９年度土地売却収入 ２４，８９１，０００円 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

旧桜木住宅跡地は、埋蔵文化財の関係で売却は困難であるとの見解から、現在は貸地としています。

旧中埣幼稚園跡地や旧練牛小学校跡地、旧小牛田幼稚園跡地については、具体的な売却手続きまでは

至りませんでした。土地境界が確定していた二郷字南八丁町有地は、予定通り売却を行いました。 
平成３０年度土地売却収入 ７，９５２，０００円 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

旧中埣幼稚園駐車場の売却、公共物の用途廃止による払下げを行い、自主財源の確保に努めました。 
令和元年度土地売却収入 １２，５５９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

防災管財課 

/財産管理係 

進捗管理者 

 小野 英樹 

担当者 

 遠藤 孝光 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 測量等が３月末に完了、今後の事務のスピードアップを図り、遊休地の売却を進めていく必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 旧桜木住宅跡地、二郷字南八丁町有地及び旧練牛小学校跡地の３箇所については、売却に向けた事務手続きを進めている

が、その他の旧小牛田幼稚園跡地及び昨年度まで応札のなかった旧中埣幼稚園駐車場についても、賃貸借や地域での利活用

も視野に入れ検討します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 売却準備の完了している土地は、早急に手続きを進めていく必要があります。 
 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 土地ごとに有効な活用方法を検討し、売却準備が完了した土地は、定期的に公募していく必要があります。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 5 【①財政基盤の強化】  

項目名： 公共施設の使用料等、受益者負担の 

見直し【重点】 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 「美里町公共施設等総合管理計画」と個別管理計画の策定を踏まえ、施設の再配置等を見据えて検討します。施設管理担

当課による協議を行い、使用料等受益者負担の見直し方針を策定します。 

（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

施設の利用者と未利用者の均衡に配慮し、受益者負担の公平性を確保する必要があります。 

 財政状況が厳しい中、自主財源の確保に努めていかなければなりません。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 庁内の公共施設担当部署で７月ないしは８月に今後の取組方針を協議するとともに、具体的なスケジュールを決定します。 

平成３０年度 
 各施設の個別施設計画を策定している状況であり、この個別施設計画を踏まえ今後の人件費及び物件費を基本とした適正

な使用料の算定基準を策定します。 
 平成３０年度下半期より担当部署の協議の場を設けて見直し案を作成し、平成３２年度当初からの施行を目指します。 
令和元年度 
 公共施設等総合管理計画に基づく担当部署による組織を設置し、見直しの基本方針を策定します。 

令和２年度 
 コストを算定する統一基準を定め、同種の施設によるコスト比較を実施した上で、基本方針について、第３四半期をめど

に策定します。 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
公共施設使用料 

見直し基本方針策定 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

使用料の見直し          

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２９年度については、各施設において公共施設使用料の調査を行いましたが、担当部署相互の協議がなかったことか

ら、受益者負担の見直しは実施できませんでした。 

平成３０年度 

 平成３０年度においては、コミュニティ施設の使用料の見直しを行い、施設毎に大きな料金格差が生じないように調整し

ました。 

令和元年度 

 公共施設等総合管理計画に基づき、庁内検討組織を設置しました。 

施設の料金見直しの基本方針について、素案の検討に着手しました。 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 公共施設等受益者負担の見直し方針の策定 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 公共施設の使用料等を見直し、自主財源の確保を図ります。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１ １ １ １ １ 

実 績 ０ ０ ０   

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 各施設において、公共施設使用料の調査を行い、見直しが必要か否かを確認しました。 

 全庁で統一的な基本方針の策定までは及びませんでした。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 全庁で統一的な基本方針の策定までは及びませんでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 統一的な基本方針の必要性、方針概要の整理は行いましたが、策定までは及びませんでした。 

 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 

第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 本課の業務が多忙のため、担当部署相互の協議の場を設けることができませんでした。町の財政事情を踏まえて、施設の

統廃合や改修等の整備計画と併せて使用料等の見直し作業を進めていきます。 
平成３１年１０月以降予定されている消費税率の変更についても、考慮する必要があります。なお、手数料の見直しにつ

いては、総務課や町民対応窓口担当課がまとめた意見案を、使用料の見直しと連結させます。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 各施設の個別施設計画を策定している状況であり、この個別施設計画を踏まえ今後の人件費及び物件費を基本とした適正

な使用料の算定基準を策定します。 
 平成３０年度下半期より担当部署の協議の場を設けて見直し案を作成し、平成３２年度当初からの施行を目指します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
施設の統廃合や改修等の整備計画が策定されていないため、使用料の適正化に反映させていくことが困難です。公共施設

等総合管理計画に基づく担当部署による組織を設置し、施設管理マネジメントを総合的に行う中で、見直しの基本方針策定

に向けて協議を進めていきます。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
施設の料金見直しの前提として、施設の長寿命化、複合化、除却の具体的な方向性を定める必要があります。 
また、料金見直しに係る基本方針を定めるにあたり、施設を維持するためのコストの算定、算定結果の検証、自治体と使

用者費用負担割合及び減免対象範囲の特定の４つの要素について検証する必要があります。 

 

担当課／係 

防災管財課 

/庁舎管理係 

進捗管理者 

 小野 英樹 

担当者 

 遠藤 孝光 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 6 【①財政基盤の強化】  

項目名： 広告収入等の確保【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 目標値を設定したころと比較すると、広告を掲載する媒体の減少から広告収入額が減少しています。 

 目標値の見直しを行い、新たな広告媒体を採用するなど収入の確保を図り今後も継続していくべきものと考えます。 

（２）課題   □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

財政状況が厳しい中、自主財源の確保に努めていかなければなりません。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・広報紙、町のホームページへの広告掲載の募集を随時行います。 
・平成３０年度当初予算要求までに新たな広告媒体を検討します。 
・命名権契約（ネーミングライツ）制度の導入を検討します。 
平成３０年度 
・公共施設へのネーミングライツ制度導入について検討します。 
令和元年度 
・野球場外野フェンスへの広告掲載に関する要領等を整備し、募集を行います。 
・新たな広告媒体の発掘を引き続き行います。 
・公共施設へのネーミングライツ制度導入について、対象となり得る施設を抽出し、制度可否の判断を行います。 
令和２年度 
・ネーミングライツ制度の可否を判断するため、対象となる施設を選定し、制度導入に係る検討を行います。 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
広告掲載企業等への営業  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

新たな広告媒体の検討          

 
 

 

ネーミングライツの検討          

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 広報紙等への広告掲載を行いました。 

 新たな広告媒体の検討を行いましたが、現時点で具体的なものにはなっていません。 

 毎年発行される住民バス時刻表は、広告媒体として有効であり、今後も継続して活用していきます。また、公共施設への

ネーミングライツ制度導入を検討しています。 

平成３０年度 

 広報紙等への広告掲載を行いました。 

 新たな広告媒体の検討を行い、野球場外野フェンスへの広告掲載を令和元年度から行うこととしました。 

令和元年度 

 広報紙等への広告掲載を行いました。 

 新たな広告媒体として、野球場（素山野球場外野フェンス及び南郷球場観客席上部内壁）への広告掲載を行いました。 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 広告料収入の上昇 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 これまでの広告料収入の確保はもちろん、新たな広告媒体について検討し、広告料収入の上昇につ

なげます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

1,086,000円 1,086,000円 1,086,000円 1,086,000円 1,086,000円 

実 績 1,160,000円 1,096,000円 2,040,600円   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
広報みさと1,080千円、ホームページ56千円、住民バス時刻表24千円の収入実績となりました。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
広報みさと1,002千円、ホームページ70千円、住民バス時刻表24千円の収入実績となりました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
広報みさと1,379千円、ホームページ48千円、野球場589千円、住民バス時刻表24千円の収入実績

となりました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 広報みさと、ホームページ等の広告収入については、安定的な収入となっていますが、ほぼ上限額となっておりこれ以上

の収入増額は見込めません。 
新たな広告媒体を検討しさらなる収入増を図る必要があるため、公共施設へのネーミングライツ制度の導入について検討

します。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
公共施設へのネーミングライツ制度導入について検討します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 野球場外野フェンスへの広告掲載に関する要領等を整備し、募集を行います。 
 新たな広告媒体の発掘を引き続き行います。 
公共施設へのネーミングライツ制度導入について、対象となり得る施設を抽出し、制度可否の判断を行います。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 新たな広告媒体として、野球場への広告掲載を行いましたが、公共施設へのネーミングライツ制度の導入検討に着手でき

ませんでした。ネーミングライツ制度の可否を判断するため、対象となる施設を選定し、制度導入に係る検討を行います。 

 

 

担当課／係 

総務課 

/広報広聴係 

進捗管理者 

 佐々木 康 

担当者 

 今野 宗睦 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 8 【①財政基盤の強化】  

項目名： 補助金等の見直し 

 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 

（１）これまでの取組み 

 目標を達成することができました。今後も法令外負担金審査会を開催し、補助金等の抜本的見直しに努めます。 

（２）課題   □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

町の財源が減少している中、法令外負担金等の支出額を抑制する必要があります。 

補助金が、町が期待する成果に結びついているか検証する必要があります。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・補助金の審査基準について、平成３０年度当初予算要求までに必要に応じた見直しを行います。 
・法令外負担金等審査会の運営 
平成３０年度 
補助金ガイドラインの策定を行います。ガイドラインに基づき補助金を見直し、総支出額の抑制を図ります。また、各補助金

等交付要綱の見直し・新規制定を推進し、補助金の適正化を図ります。 
令和元年度 
補助金ガイドラインを策定し、補助金等の性質による監査周期及び基準を明確にし、法令外負担金等審査会を監視部門と

位置付け、補助金等の監査サイクルを確立します。 
令和２年度 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
補助金要請書の内容審査  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

法令外負担金等審査会の

開催 

         

 
 

 

補助金ガイドラインの策

定 

         

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

平成２９年１２月１８日法令外負担金等審査委員会を開催し、１１１件の審査を行いました。 

平成３０年度 

平成３０年１１月２８日及び平成３０年１２月２７日に法令外負担金等審査委員会を開催し、１１４件の審査を行いまし

た。 

補助金ガイドラインの策定については、行政改革本部会議に素案を提出したにとどまり、策定には至りませんでした。 

令和元年度 

令和元年１０月に「美里町補助金等の見直しガイドライン」を策定しました。 

令和２年１月１４日に法令外負担金等審査委員会を開催し、１１９件の審査を行いました。 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 

目標又は指標 
対前年比補助金額削減（～平成２９年度） 

法令外負担金審査会における減額決定補助金数の減少 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

【～平成２９年度】 

補助金の適正化等による削減を目指しますが、新たな補助金等の追加増額要求も考えられることか

ら、前年度交付実績のある補助金の減少を指標とします。 

【平成３０年度以降】 

 前年度までの目標又は指標について、金額ベースの設定では、対象事業費の総額の増減による比較

では継続性のある一定の指標が確保できないことから指標を改めます。 

 補助金等の適正化管理については、法令外負担金審査会を設け、毎年度適正化の判断をしているこ

とから、当初予算要求に対する審査における減額決定数により、補助金等の判断が担当部署ごとに徹

底されているかを指標とし、審査会における減額決定が０となるよう周知徹底を図ります。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

対前年比減額 － － － － 

０／審査件数 ０件 ０件 ０件 ０件 

実 績 
2,612,900 － － － － 

20件／122件 21件／114件 4件／119件   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

補助金要請書の様式を一部変更し、町の施策との関連性を明確にし、補助金の見直しを行いました。 

政策の見直し等により補助金額が増額したものがあり、目標とした前年度交付実績のある補助金総額

を減少させることはできませんでしたが、前年度継続事業の補助金要請総額に対する査定削減額は△

１３，５０５千円でした。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

平成３１年度当初予算要求までに補助金ガイドラインの策定が行えず、担当部署による事前審査が行

えなかったため前年と比較し、審査会による減額決定の割合が増加しました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

美里町補助金等の見直しガイドラインに基づき、法令外負担金等を「個人に対する補助」と「団体に

対する補助」に区分し、補助金等の実態を整理しました。ガイドラインによる事前審査により、補助金

要請額の査定削減件数が大幅に減少しました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱作成時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 町の財政状況を十分に認識したうえで、補助金等の目的や必要性等について常時確認するため、引き続き各補助金交付要

綱等の見直しを行うよう周知します。 
 補助金の見直しルールを含めた「補助金ガイドライン」を策定する必要があります。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
補助金ガイドラインの策定を行います。ガイドラインに基づき補助金を見直し、総支出額の抑制を図ります。また、各補

助金等交付要綱の見直し・新規制定を推進し、補助金の適正化を図ります。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
補助金ガイドラインを策定し、補助金等の性質による監査周期及び基準を明確にするほか、法令外負担金等審査会を監視

部門と位置付け、補助金等の監査サイクルの確立を確認した結果により業務完了を検討します。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
美里町補助金等の見直しガイドラインの策定により、法令外負担金等の審査基準の平準化が図られ、監査サイクルが確立

されました。 

この取組項目は、法令外負担金等の要請に関する削減意識の定着及び法令外負担金等審査会による審査体制が確立したこ

とから、令和元年度で事業完了とします。 
 

担当課／係 

総務課 

/総務係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 門間 裕匡 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 13 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 全庁的な内部統制の構築【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 具体的な手法を示さなかったことで、十分な取組となっていませんでした。各課等での討論、職員間のコミュニケーショ

ンなどから提案につながるような仕組みが必要です。今後は内部統制の構築を行いながら事務改善に取り組んでいきます。 

（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

職場において決められたルールの遵守、職員からの業務改善提案などが実践される組織づくりが必要です。 

内部統制を構築・強化し、職員の意識改革を図る必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・１２月末までに業務リスクの洗い出しと対策についてとりまとめます。 
・内部統制推進体制を検討し、翌年度以降の取組を計画します。 
（No.30と同様の取組） 
平成３０年度 
・項目を絞って内部統制を試行的に実施し、その結果に基づいて内部統制の基本方針を策定します。 
令和元年度 
・内部統制の取組根拠を明確にし、基本方針を策定します。 

・基本方針に基づく内部統制を行います。 

令和２年度 
・事務事業事故等発生報告書の作成基準を明確にするとともに、その発生原因と対策を職員間で共有できる仕組みを検討し

ます。 

・業務マニュアルの各工程で生じるリスクの把握と対処を継続して行います。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
業務リスクの洗出し  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

内部統制の試行          

 
 

 

内部統制基本方針の策定          

 
 

 

内部統制の運用          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 ９月から１１月まで各課から業務リスクの洗出しを依頼し、とりまとめを行いました。 

 洗い出された業務リスクを分析し、優先順位をつけてどのように対応するかなどの検討をしていきます。 

（No.30と同様の取組） 

平成３０年度 

 内部統制の試行として、内部モニタリング調査の試行的取組として、公文書の管理状況、債権の管理状況及び個人情報の

管理状況について、内部モニタリング調査を行い、その内容を取りまとめ、内部モニタリングの試行により確認された早

急に解決が必要な課題について、各課に改善を指示しました。 

令和元年度 

 令和元年６月に美里町内部統制基本方針を定め、事務事業に関わる法令等の遵守、事務事業の有効性及び効率性の確保及

び信頼性の確保を達成するため、内部統制に取り組むことを確認しました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 内部統制方針等の作成 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 内部統制の構築によりリスクを管理し、職員の意識改革につなげます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
内部統制の構築・強化を進めるため、まず業務リスクの洗出しを行ない、４０９件のリスクを取り

まとめることができました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

内部モニタリングの試行により、町の実態として、①条例等に基づく処理が適切に行われていない

状況があること、②台帳管理が適正に行われていない又は台帳の保管措置が取られていない状況があ

ること、③全庁的に行われている文書、財務等本来同じ工程で行われるべき業務について、運用解釈

により処理に差があり、適正に処理されていない状況があること、④業務担当職員の認識及び意識が

欠如していることを確認しました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

美里町内部統制基本方針に基づき、法令等の遵守と事務手続の適正・効率化のため、全ての業務に

ついて、事務手順等が法令等に遵守していることの確認と業務リスクの把握のため、業務マニュアル

を作成しました。 

また、不適正事務の再発防止のため、事務処理ミス等が発生した場合、事故報告書の提出を義務付

け、発生原因の究明と発生リスクを考慮した再発防止策を検討する仕組みを開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

総務課 

/行政改革推進係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 門間 裕匡 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 職員の意識改革を図るため、内部統制の構築強化の取り組みを検討し、その第一歩として業務リスクの洗出しを行いまし

た。集めた業務リスクの分析を分かり易い形で職員に周知することを検討します。 
内部統制を進める上で、どれほどの業務量となるか把握した上で取り組む必要があります。 
（No.30と同様の取組） 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
項目を絞って内部統制を試行的に実施し、その結果に基づいて内部統制の基本方針を策定します。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 内部統制の取り組みについて、「第３次美里町行政改革大綱実施計画書」に位置付けるか、又は「地方自治法第１５０条の

規定」に位置付けるかの結論に至らなかったため、平成２９年度に洗い出した業務リスクと、平成３０年度に実施した内部

モニタリングの試行結果を基に、内部統制の位置づけを明確にし、基本方針を策定し、内部統制を行います。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 業務マニュアルについて、全職員が携わる業務については、共通マニュアルとして整備したが、各課個別業務については、

マニュアル整備の必要性を判断する基準がなく部署によって業務マニュアルの整備数に開きが生じているため、他課の作成

状況を参考にマニュアル作成の検討や事務処理ミスが発生した業務のマニュアル整備が今後も必要となります。 

 また、事故報告書についても、令和元年度については、試行的に行ったため、作成基準が曖昧となったことから、同様の

ミスを他部署で繰り返さない為、作成基準の厳密化が必要となります。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 14 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の民間手法の推進 

【重点】 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 委託化基本方針を策定し複数の業務について委託化を検討しましたが、目標とした件数には達しませんでした。 

 これまで日直業務や文書配布業務等の委託を行いましたが、懸念された住民サービスの低下などは見られず、一定の効果

が確認できました。その時々に応じた受託者とのきめ細かな協議を重ねながら、さらなる住民サービスの向上を図る必要が

あります。 

 各種業務の委託化については今後も継続して検討を進めることが必要と考えます。 
（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

 限られた予算、職員数の中で、行政サービスの維持・向上を図る必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 今後新たに事務事業の委託化を進める項目を１０月までにとりまとめます。 
平成３０年度 
委託化基本方針に基づく各事案について、ヒアリングを実施し、今後の進め方の確認を行います。 
令和元年度 
代表電話の電話交換業務の一部を委託により実施します。 
委託化基本方針に参考資料として掲載されている委託可能業務について、その検討・実施を所管部署のみに委ねることな

く、全庁を対象とした合理的な委託形態を検証し、効率的な委託化が実現できるよう検討します。 
本年度において、①町民生活課及び税務課の諸証明等発行窓口及び各種申請受付業務、②文書収受業務、③学校給食費管

理収納業務について、令和２年度からの実施に向けた検証を行います。 
令和２年度 
窓口業務の一部を委託により実施します。 
総合窓口の実現のため、段階的な業務の委託化を実現するための検証を行います。 
児童館の運営及び町営住宅（付帯する駐車場を含む。）の管理についての委託化を検討します。 
委託可能事務業務等について、住民視点を考慮し、横断的に合理的な委託形態を検証し、効率的な委託化が実現できるよ

う検討します。 
 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
事務事業の委託化の検討  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

全庁的な委託形態の検証          

 
 

 

窓口業務の委託化（項目

№２８で管理） 

         

 
 

 

文書収受業務の委託化

（新規） 

         

 
 

 

学校給食費管理収納業務

（新規） 

         

 

 

           

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２９年度の業務の委託化については、南郷学校給食センターの委託化を行いました。平成３０年度に向けた委託化事

業については、取りまとめできませんでした。 

平成３０年度 

 平成３０年度は、新たな業務の委託化はありませんでした。令和元年度に向けた業務の委託化については、徴収対策課と

連携し、徴収対策課が行っている「電話による納付呼びかけ業務」の契約更新に合わせ、当該業務に代表電話の交換業務を

加え、令和元年度から、代表電話のうち１回線について、納付推進センターの稼働時間に限り電話交換業務を委託する契約

を締結しました。 

令和元年度 

 年度当初から、代表回線の電話交換について、一部業務を委託しました。 

 令和２年１０月から町民生活課窓口業務の一部と文書収受業務を委託することとしました。 

 学校給食費管理収納業務については、令和２年１０月から既存の学校給食費システムが変更されることから、当該システ

ムの動作状況検証後に改めて委託化の検証を行うこととしました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 委託化する事務事業の検討、導入 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 サービス向上を図るため事務事業の委託化の検討が常に必要と考えます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 南郷学校給食センターの委託化により、約７８０万円の歳出削減となりました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 平成３０年度における成果はありませんでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
代表回線の電話交換業務の一部委託により、総務課で対応していた代表回線の電話交換業務が減少し

たことにより、総務課の業務効率が向上しました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 随時委託化する事業を選定し、それぞれの適切な時期に、委託化導入までのスケジュール管理が重要になります。そのた

め、事業担当課とは別に総務課が進捗管理を行う必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
委託化基本方針に基づく各事案について、ヒアリングを実施し、今後の進め方の確認を行います。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
代表電話の電話交換業務の一部を委託により実施します。 
委託化基本方針に参考資料として掲載されている委託可能業務について、その検討・実施を所管部署のみに委ねることな

く、全庁的に合理的な委託形態を検証し、効率的な委託化が実現できるよう検証します。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
令和２年度から行う窓口業務について、担当課との連携により、効率的で効果的な委託範囲を選定し、総合窓口設置に向

けた段階的な業務の委託を検証する必要があります。 
また、委託化の方向性が定まらない施設について、本計画期限内に委託化の方向性について結論を出す必要があります。 

 

担当課／係 

総務課 

/行政改革推進係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 門間 裕匡 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 15 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の民間手法の 

推進 【重点】          給食センター 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２９年度から南郷学校給食センターの調理業務を委託化します。その後、給食調理員の退職による減員に合わせて委

託化を拡大して、中学校を再編する平成３３年度までに委託化率を１００％にします。 

（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

住民サービスの向上と経費節減の両面から事務事業の委託化について検討する必要があります。学校給食については、学

校の再編スケジュールと給食調理員の退職による減員を考慮する必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 平成２９年度から実施している南郷学校給食センターの委託化について円滑に行われるよう管理していきます。 
また、平成２９年度は退職する給食調理員がいないため、新たな委託化のための取組は特にありません。 
平成３０年度 
給食調理員の退職に伴う委託化の拡大及び学校再編スケジュールに合わせた委託化に関する今後の方針について、教育委

員会及び学校給食運営審議会で検討します。 
令和元年度 
給食調理員の減少に伴う委託化の拡大と、学校再編スケジュールに合わせた委託化に関する今後の方針について検討しま

す。 
令和２年度 
給食調理員の減少に伴う学校給食調理業務の委託化への移行について検討します。 
新中学校開校に伴う学校給食の実施形態について、学校再編スケジュールに合わせ今後の方針を検討します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
南郷学校給食センターの

業務委託 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

こごた、ふどうどう幼稚

園の給食委託（弁当） 

         

 
 

 

学校給食運営審議会への

諮問 

         

 
 

 

学校給食運営審議会での

協議及び答申 

         

 
 

 

中学校再編に向けた学校

給食の実施方法の検討 

         

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 南郷学校給食センターの給食調理業務を委託し、円滑に行われるよう管理しました。 

 平成２９年度８月からこごた幼稚園とふどうどう幼稚園の給食（弁当）を委託しました。 

平成３０年度 

教育委員会及び学校給食運営審議会において、学校給食の委託化の拡大に関する検討を実施することはできませんでした。 

令和元年度 

学校給食の委託化の拡大に関して、教育委員会及び学校給食運営審議会で検討することができませんでした。 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 委託化率を１００％にする。 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 委託化した調理施設で調理した食数を全体の食数で除することで、調理業務における委託化の進捗度

が図られる。（こごた幼稚園及びふどうどう幼稚園の弁当給食含む。） 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

実 績 ３５％ ３３．９％ ３４．８％   

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

南郷学校給食センターについては、平成２９年度から調理業務を民間事業者に委託しました。南郷

地域の小・中学校及び幼稚園に対して、これまでと同様に給食を提供することができました。 

こごた幼稚園及びふどうどう幼稚園については平成２９年８月から、民間事業者が調理した弁当給

食の提供を開始しました。 

給食センターに係る経費を約３９９万円削減できました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 南郷学校給食センターについては、調理業務を民間事業者に委託し、円滑に業務が実施されました。 

こごた幼稚園及びふどうどう幼稚園については、民間事業者が調理した弁当給食の提供が円滑に行わ

れました。 

 給食センターに係る経費を対前年度比で１５６万円削減できました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

南郷学校給食センターについては、調理業務を民間事業者に委託し、円滑に業務が実施されました。 

こごた幼稚園及びふどうどう幼稚園については、民間事業者が調理した弁当給食の提供が円滑に行わ

れました。 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
給食調理員の退職による減員に合わせた委託化の拡大と、現在進めている中学校の再編スケジュールに合わせて、新中学

校の学校給食の委託に関する方針を検討する必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
給食調理員の退職に伴う委託化の拡大及び学校再編スケジュールに合わせた委託化に関する今後の方針について、教育委

員会及び学校給食運営審議会で検討します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 給食調理員の減少に伴う委託化の拡大と、学校再編スケジュールに合わせた委託化に関する今後の方針について検討しま

す。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 給食調理員の減少に伴う委託化の拡大と、学校再編スケジュールに合わせた委託化に関する今後の方針について検討しま

す。 

 

担当課／係 

教育総務課 

/学校給食係 

進捗管理者 

 佐藤 功太郎 

担当者 

 竹川 洸 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 17 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の民間手法の推進 

【重点】 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 委託化基本方針を策定し指定管理者制度等の導入について進めてきましたが、各事業とも現時点で検討中となっており目

標とした移行件数には達しませんでした。 

 コミュニティ施設や体育施設について制度を導入していますが、今後も他の施設への導入について検討が必要と考えます。 
（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

 委託化基本方針は策定しましたが、指定管理者制度の導入を検討した業務の制度導入は進んでいません。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・職員に対する指定管理者制度の周知を行います。 
平成３０年度 
・指定管理者制度の導入については、新たな導入の検討を進めるとともに更新を行うに当たって、事業担当課と協力しながら

進めていきます。 
令和元年度 
・指定管理者制度未導入の公の施設の管理方法を検証し、制度導入方針を明示します。 
・指定管理期間の更新に当たって、その効果を検証し、契約内容の検討及び指定管理者制度継続の可否について判断するとと

もに、事業担当課と連携し、より良いサービスの提供と経費削減を進めます。 
令和２年度 
・制度の更新を迎える施設について、その効果を検証し、契約内容の検討及び指定管理者制度継続の可否について判断すると

ともに、事業担当課と連携し、より良いサービスの提供と経費削減を進めます。 
・指定管理者制度の運用指針を策定し、各施設の運営状況をモニタリングし、より良いサービスを提供します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
指定管理者制度の導入の

検討 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

指定管理者制度の効果の

検証 

         

 
 

 

          

 
 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 新たに農村環境改善センター及び下二郷コミュニティセンターの指定管理者制度導入に取り組みました。 

平成３０年度 

 平成３１年度からの指定管理者制度について、交流の森・交流館（土田畑村）、本小牛田コミュニティセンター、下小牛田

コミュニティセンター及び駅東地域交流センターの制度適用を継続することとし、指定管理者を決定しました。 

令和元年度 

 令和２年度からの指定管理者制度について、美里町スポーツ施設、美里町スイミングセンター、美里町農産物直売所、美

里町中埣コミュニティセンター、美里町北浦コミュニティセンター（美里町北浦地区農村集落多目的利用施設）及び美里町

青生コミュニティセンターの制度適用を継続することとし、指定管理者を決定しました。 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 指定管理者制度を導入する施設の検討、導入 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 指定管理者制度の導入の検討が常に必要と考えます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 
導入施設 

（検討施設） 

導入施設 

（検討施設） 
  

実 績  
２０施設 

（２施設） 

２１施設 

（０施設） 
  

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
平成３０年度からの農村環境改善センター及び下二郷コミュニティセンターの指定管理者を決定しま

した。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
平成３１年度からの交流の森・交流館（土田畑村）、本小牛田コミュニティセンター、下小牛田コミ

ュニティセンター及び駅東地域交流センターの指定管理者を決定しました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
公の施設の指定管理者制度の導入検討が完了しました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 これまで指定管理者によって管理されてきた施設について、指定管理期間の更新を随時到来します。更新に係る業務につ

いて、適切なスケジュール管理が必要です。また、新たに指定管理者制度を導入する場合には、それぞれの適切な時期に、

指定管理者制度導入スケジュールを検討する必要があります。議会への議案提出などが関係することから、これらの進捗管

理は、事業担当課と総務課が協力して行う必要があります。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
指定管理者制度の導入については、新たな導入の検討を進めるとともに更新を行うに当たって、事業担当課と協力しなが

ら進めていきます。中央コミュニティセンター、近代文学館及び南郷図書館については、直営で管理・運営する方針としま

した。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
指定管理者制度の新規導入については、指定管理者制度未導入の公の施設の管理方法を検証し、制度導入方針を明示しま

す。 
指定管理期間の更新に当たって、その効果を検証し、契約内容の検討及び指定管理者制度継続の可否について判断すると

ともに、事業担当課と連携し、より良いサービスの提供と経費削減を進めます。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
指定管理者制度の導入検討が完了したことから、今後、制度の更新を迎える施設について、その効果を検証し、契約内容

の検討及び指定管理者制度継続の可否について、運用指針を策定しモニタリングを継続する必要があります。 

 

担当課／

係 

総務課 

/行政改革推進係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 門間 裕匡 
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美里町第３次行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 18 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の民間手法の推進 

【重点】                     保育所 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２７年度に職員によるワーキンググループで美里町の幼児教育・保育の在り方について検討し、小牛田保育所につい

ては民営化もしくは民間委託が望ましいのでは、との結論を得ましたが、すぐに民営化を行うのは引き受け手が現れるか等

の問題があるため、待機児童の解消策のひとつとして検討している、新設保育所の運営を民設民営もしくは公設民営で行い、

新設保育所の運営が軌道に乗った時点で小牛田保育所の運営を新設保育所を運営している法人に委託するのが望ましいと思

われます。 
（２）課題   □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

待機児童の解消は、町の重要施策として位置付けられており、その有効施策として民設民営の保育施設を設置する方向で

進んでいます。併せて、現在ある公立保育所の民間委託の検討を行うことには、この時期に行わなければならない妥当性や

今後の待機児童解消に向けた保育ビジョンを描く上での困難性を生じさせています。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 新設保育所の整備運営主体については、平成３０年度当初予算作成時期までに、保育所運営を検討している社会福祉法人

を探し、町の意向を伝えます。 
平成３０年度 
整備予定用地の購入及び設置運営事業者の選定を行い、平成３２年４月開設に向けて事業を進めます。 
令和元年度 
設置運営事業者の令和２年４月開設にむけ、施設整備及び開設準備の支援を図ります。 
令和２年度 
公立保育所・保育園の今後の運営の在り方について検討を行います。 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
保育施設の新設  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

公立保育所の民間委託の

検討 

         

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 なんごう幼稚園保育園の将来の幼保連携型認定こども園への移行化を視野に入れ、事業所内保育所的なものを整備したい

との意向のある町内の社会福祉法人と数回にわたり事務レベルでの話し合いを行いました。併せて、小牛田保育所の民間委

託化に関しての検討を行いました。 

平成３０年度 

民設民営の保育施設を整備するための用地の購入を行いました。当該用地を無償貸与することを条件に、設置運営事業者

の公募を実施したところ、２事業者から応募があり、認可保育所設置又は運営に係る土地等の無償貸与事業者候補者選定委

員会の調査審議の結果を踏まえ、設置運営事業者の決定に至りました。 

令和元年度 

社会福祉法人が運営する新設保育園の開設に向け、施設整備及び開設準備の支援を行い、令和２年４月の開園に至りまし

た。 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 公立保育所の民間委託 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 ― 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

新設保育施設の設置と運営に関する方向性を導き出すとともに、町の保育事業に参入する可能性のあ

る法人の情報収集を行うことができました。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

参入する事業者を危ぶむ見方もありましたが、最終的に２事業者からの応募を得ることができまし

た。提示する条件にはよると考えられますが、当地の保育事情を鑑みても、民間事業者の参入を期待で

きる土壌にあることが確認できました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

社会福祉法人が運営する定員110人規模の新設保育園が開園しましたが、待機児童数は減少したもの

の、期待していた待機児童の解消とはなりませんでした。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 待機児童の解消を最優先課題とした結果、民設民営の保育施設の設置という結論を導き出しました。施設運営に関して、

民間に手厚く公営に厳しい国の保育行政を鑑みれば、将来における公立保育所の民間委託は、町の健全財政を維持するため

に避けては通れない課題の一つと考えられますが、当面は新設保育施設設置に向けた取り組みに重きを置いて進める必要が

あります。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
整備予定用地の購入及び設置運営事業者の選定を行い、平成３２年４月開設に向けて事業を進めます。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
設置運営事業者の令和２年 4月開設にむけ、施設整備及び開設準備の支援を図ります。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
社会福祉法人が運営する新設保育園が開設したことから、民間事業者のニーズ調査を行いながら今後の公立保育施設の在

り方について検討を行っていきます。 

 

担当課／係 

子ども家庭課 

/子育て支援係 

進捗管理者 

 櫻井 清禎 

担当者 

 齊藤 眞 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 20 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の民間手法の推進 

               児童館  
 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 保育所の運営のあり方に主眼をおいて美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会を開催してきており、児童館の在

り方までは検討できませんでした。 

 今後のワーキンググループで児童館の運営のあり方を検討し、同委員会で意見を頂戴する予定です。 

（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

現在の児童館職員の配置においては、保育士資格を有する正規職員をもって行ってきましたが、保育施設における保育士

不足が顕著となっています。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 児童館及び放課後児童クラブを担当している職員と、毎月行っている児童館職員会議の中でどのような運営形態が良いか

検討を行います。 
平成３０年度 
平成２９年度に行うことができなかった児童館の民間委託化に向けた検討を情報収集の範囲を拡大することにより、比較

検討素材の取得を図った上での話し合いを開催して実施します。 
令和元年度 
県内においても民間委託化が進む傾向にありますが、まだまだ比較検討を行うに必要な情報量が不足しています。継続し

て県内外の自治体の情報収集に努めます。 
令和２年度 
現在、児童館を利用して実施している放課後児童クラブ利用者が年々増加しており、小学校の空き教室等利用の検討を行

い、その上で児童館の在り方の検討を行います。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
民間委託の検討  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

          

 
 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 児童館職員会議の席でどのような運営形態が良いか話し合う予定でいましたが、毎月の行事等の話し合いが主となり運営

形態を論じ合うところまではいきませんでした。 

平成３０年度 

隣接市町の状況までの情報収集を行いましたが、話し合いを持つまでの情報量にまだ至っていません。 

令和元年度 

県内外自治体の児童館民間委託の情報収集を行いましたが、事例が少ない状況であり、運営形態の具体的検討まで至りま

せんでした。 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 児童館の民間委託 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 ― 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
民間委託の具体的な検討までに至りませんでした。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
民間委託の具体的な検討までに至りませんでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 
民間委託の具体的な検討までに至りませんでした。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 都市部においては民間が運営する児童館及び放課後児童クラブは少しずつではありますが増加しています。しかしながら、

県内においての委託化は、まだ数市町でしか行われておらず、比較検討するための素材が身近にほとんどない状況の中、具

体的な話し合いを持つことができなかった状況です。本町で児童館の業務委託化を考えた場合の費用積算や民間参入の可能

性について、今後は情報収集範囲を拡大しての検証が必要です。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
平成２９年度に行うことができなかった児童館の民間委託化に向けた検討を情報収集の範囲を拡大することにより、比較

検討素材の取得を図った上での話し合いを開催して実施します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
県内においても民間委託化が進む傾向にありますが、まだまだ比較検討を行うに必要な情報量が不足しています。継続し

て県内外の自治体の情報収集に努めます。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
県内外の児童館民間委託の情報収集を行いましたが、比較検討を行うには情報量が不足しているため、引き続き情報収集

に努めます。また、現在、児童館で実施している放課後児童クラブの利用者が年々増加していることから、放課後児童クラ

ブの実施場所についても、併せて検討を行っていきます。 
 

 

担当課／係 

子ども家庭課 

/子育て支援係 

進捗管理者 

 櫻井 清禎 

担当者 

 齊藤 眞 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 21 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 事務事業、施設管理の委託化の推進 

【重点】                 幼稚園運営 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 認定こども園への移行を含めて今後の幼稚園教育の在り方を検討し、平成３１年３月までに認定こども園等の設置の考え

方を決定します。 
（２）課題   □ヒト   ☑モノ   □カネ   □情報   □その他 

 厳しい財政状況を受けて、幼稚園事業における職員（ヒト）と経費（カネ）の削減を目的に民営化・委託化について検討

していく必要がありますが、その前に認定こども園を視野に入れた就学前教育に関する町の方向性を検討する必要がありま

す。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 子ども家庭課との連携から方向性を定め、具体的な取組に着手します。 
平成３０年度 
町全体としての幼稚園及び保育所（園）の認定こども園への移行に関する検討について、子ども家庭課と連携して実施し

ます。その結果、町としての方向性が決定し、改めて民営化・委託化についての検討が必要と判断された場合、検討を再開

します。 
令和元年度 
町全体としての幼稚園及び保育所（園）の認定こども園への移行に関する検討について、子ども家庭課と連携して実施し

ます。その結果、町としての方向性が決定し、改めて民営化・委託化についての検討が必要と判断された場合、検討を再開

します。 
令和２年度 
町全体としての幼稚園及び保育所（園）の認定こども園への移行に関する検討について、子ども家庭課と連携して実施し

ます。また、町としての方向性が決定した場合、その方向性に基づいた民営化・委託化の検討を行います。 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
認定こども園に関する子

ども家庭課との調整 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

幼稚園教育の在り方につ

いての検討 

         

 
 

 

民営化・委託化の検討          

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 子ども家庭課との連携が進まず具体的な取組に着手できませんでした。 

平成３０年度 

 子ども家庭課と幼稚園及び保育所（園）の認定こども園化への検討を行いましたが、方向性を決めるまでは至りませんで

した。引き続き子ども家庭課との検討を進めていき、町としての方向性を決定していきます。 

令和元年度 

 子ども家庭課と幼稚園及び保育所（園）の認定こども園化への検討を行いましたが、方向性を決めるまでは至りませんで

した。引き続き子ども家庭課との検討を進めていき、町としての方向性を決定していきます。 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 体系的な就学前教育（幼稚園教育）を受けた幼児の比率１００％ 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 認定こども園等の設置から就学前教育（幼稚園教育）を受けた幼児の比率を１００％にすることによ

り、町内における就学前教育の一本化が図れます。 

 民営化・委託化による効率化を考える前に、町内の幼児全員に就学前教育を受ける機会を確保するこ

とが大切です。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

実 績 ８３．１％ ８０.０％ ７８．５％   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 目標又は指標の考え方にあるように「認定こども園等の設置から」を対象とするため、参考値とな

りますが、平成３０年度は町内の小学校に入学した児童１８９人のうち、１５７人が幼稚園を卒園し

ており、その割合は８３．１パーセントでした。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 目標又は指標の考え方にあるように「認定こども園等の設置から」を対象とするため、参考値とな

りますが、平成３１年度は町内の小学校に入学した児童１８４人のうち、１４７人が幼稚園を卒園し

ており、その割合は８０．０パーセントでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

 目標又は指標の考え方にあるように「認定こども園等の設置から」を対象とするため、参考値とな

りますが、令和２年度は町内の小学校に入学した児童１８６人のうち、１４６人が幼稚園を卒園して

おり、その割合は７８．５パーセントでした。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 待機児童の問題は子ども家庭課だけの問題ではなく、また、認定こども園の問題は教育委員会だけの問題ではありません。

双方が連携を図るとともに、町全体としての協議の場を設けて統一した方向性を確認しなければいけません。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
町全体としての幼稚園及び保育所（園）の認定こども園への移行に関する検討について、子ども家庭課と連携して実施し

ます。その結果、町としての方向性が決定し、改めて民営化・委託化についての検討が必要と判断された場合、検討を再開

します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 子ども家庭課と検討を行いましたが、町の方向性の決定までは至りませんでした。引き続き子ども家庭課と検討を進めて

いき、方向性を決定していきます。 その結果、町としての方向性が決定し、改めて民営化・委託化についての検討が必要

と判断された場合、検討を再開します。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 子ども家庭課と検討を行いましたが、町の方向性の決定までは至りませんでした。引き続き子ども家庭課と検討を進めて

いき、方向性を決定していきます。 その結果、町としての方向性が決定した段階で、改めて民営化・委託化についての検

討が必要と判断された場合、検討を再開します。 
 

 

担当課／係 

教育総務課 

/総務係 

進捗管理者 

 佐藤 功太郎 

担当者 

 島 彩花 

（ 実 績 な し ） 
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美里町第３次行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 24 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 専門的な知識、経験を有する人材 

の活用と職員の質の向上【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 これまで徴収対策課において高度な専門的知識と経験を有する人材を活用してきました。今後は、法令全般の高度な知識

を町全体として活用できるよう、総務課に法制執務指導員として１人を配属していきます。また、必要に応じて附属機関等

への弁護士や大学教授等を登用することを新たな取組とします。 

 なお、定量目標として３人の配置を目標としていましたが、目標人数は設定しないこととします。 
（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

 専門的な知識、経験を有する人材の活用により効率的な業務の実施及び職員の質の向上を図る必要があります。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 業務ヒアリング等を実施し、外部人材の活用が効果的な部門を洗い出ししていきます。 
平成３０年度 
 必要に応じた外部人材の活用については、その活用手法、配置場所及び人数を十分検討した上で登用を行います。多様な

任用形態により専門的な知識、経験を有する人材を活用し、行政改革につなげていきます。 
令和元年度 
 平成３０年度は、複数の不適正な事務処理が発覚したこともあり、令和元年度は、内部統制指導等に従事する非常勤職員

を総務課に１人配置し、職員研修等を実施します。 
令和２年度 
  

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
外部人材の採用・雇用  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

人事ヒアリング実施          

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 総務課に１人、徴収対策課に１人、計２人の外部人材を配属しました。このほか、新たに教育委員会において専門的な知

識を有するスクールソーシャルワーカーを非常勤職員として２人配属しています。また、定年の６０歳を超えても再任用職

員や非常勤職員として職員を雇用し、長年培ってきた知識、経験を有する人材を活用しています。 

平成３０年度 

徴収対策課に１人、教育委員会にスクールソーシャルワーカーとして３人の外部人材を登用しました。 

令和元年度 

平成３０年度に引き続き、徴収対策課に１人、教育委員会にスクールソーシャルワーカーとして３人の外部人材を登用す

るとともに、令和元年度は、内部統制指導等に従事する非常勤職員を総務課に１人配置し、職員研修等を実施しました。 
附属機関等への弁護士や大学教授等の登用について、７機関に１２人を登用しました。 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 外部人材の登用数 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 職員や附属機関等の委員に外部人材を登用することで、それに関わる職員の育成と意識改革につな

げます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

― ― ― ― ― 

実 績 ４ ４ ５   

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

総務課に１人、徴収対策課に１人、教育総務課に２人計４人の外部人材を配属し、また、顧問弁護

士への随時相談対応（８件）を実施したことで、各課職員に対して適時適切な指導と助言が行われ、

職員の意識改革につながっています。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

徴収対策課に１人、教育委員会にスクールソーシャルワーカーとして３人の外部人材を配属し、ま

た、顧問弁護士への随時相談を引き続き実施した。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 

徴収対策課に１人、教育委員会にスクールソーシャルワーカーとして３人、総務課に内部統制指導

等に従事する非常勤職員を１人の外部人材を配置し、また、顧問弁護士への随時相談を引き続き実施

した。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 各課においては、外部人材を活用するという考えより、非常勤職員の配置によるマンパワーを確保したいとの考えがある

ため、活用手法も含め検討する必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 必要に応じた外部人材の活用については、その活用手法、配置場所及び人数を十分検討した上で登用を行います。多様な

任用形態により専門的な知識、経験を有する人材を活用し、行政改革につなげていきます。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 平成３０年度は、複数の不適正な事務処理が発覚したこともあり、令和元年度は、内部統制指導等に従事する非常勤職員

を総務課に１人配置し、職員研修等を実施します。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 この取組項目は、高度な専門的知識と経験を有する人材の雇用及び附属機関等に登用する仕組みが確立されたことから、

令和２年度から総合計画施策として実施していきます。 

 

 

担当課／係 

総務課 

/人事給与係 

進捗管理者 

 佐々木 義則 

担当者 

 高橋 一夫 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 26 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 人材育成のための人事評価制度の 

適切な運用 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２８年度から人事評価制度の本格実施を行っています。人事評価制度が一定程度、定着した場合は、努力し成果を上

げた職員に対して優秀とする昇給幅の運用や勤勉手当の成績率に差をつける運用等を行っていきます。また、併せて職員表

彰規程に基づいた制度運用を進めていきます。 
（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

 人材育成のための人事評価制度の導入する必要があります。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 平成２８年度人事評価結果の取りまとめ及び修正箇所の検討 
平成３０年度 
 平成３０年度の人事評価の結果を平成３１年度の処遇に反映するよう、その具体的な方法について検討します。 
令和元年度 
 評価結果のバラツキ等の人事評価制度の運用上の課題を解決します。 
令和２年度 
  人事評価結果をどのように活用し、どのように処遇へ反映していくか検討します。 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
人事評価結果の処理反映

方法の検討 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

人事評価に関する研修          

 
 

 

人事評価結果の処理反映          

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２８年度の人事評価結果について、取りまとめを行い、数値化を行いました。 

 また、評価精度の向上のため、管理職を対象に評価者研修を実施しました。 

平成３０年度 

 平成３０年度の人事評価の結果を令和元年度に処遇反映するという前提で、人事評価を実施しました。 

 人事評価制度がより適切なものとなるよう、研修等を実施しました。 

令和元年度 

 これまで課長等が１次評価者として評価を実施してきましたが、令和元年度は人事評価の手法を見直し、副町長と教育長

を実質的な評価者とする手法に改めました。 

 

 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 人事評価関係資料の作成保管 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 努力し成果を上げた職員が認められることにより、人材育成等を効果的に行うことができます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
人事評価研修を実施し、２８人の参加がありました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
人事評価研修を実施し、評価者３人、被評価者１６９人の参加がありました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
人事評価の手法を見直すにあたり、人事評価研修を実施し、１５５人の参加がありました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度（Ｐｌａｎ）へ反映】 
 部署（評価者）による評価のバラツキがあります。また、１次評価者の評価の裏付けとなる行動の記録も不十分な状況で

す。 
平成２９年度【平成３０年度（Ｐｌａｎ）へ反映】 
 平成３０年度の人事評価の結果を平成３１年度の処遇に反映するよう、その具体的な方法について検討します。 

平成３０年度【令和元年度（Ｐｌａｎ）へ反映】 
 人事評価手法を見直し令和元年度から実施しますが、評価結果のバラツキ等人事評価制度の運用上の課題を解決していく

ことが必要です。 
令和元年度【令和２年度（Ｐｌａｎ）へ反映】 
 人事評価結果の活用と、処遇への反映について検討が必要です。 

 

 

 

担当課／係 

総務課 

/人事給与係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 高橋 一夫 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 27 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 職員定員適正化計画の策定と公表 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 目標を達成することができました。今後は、平成２９年３月に策定した美里町第３次定員適正化計画に基づき定員適正化

を進めます。 

（２）課題   □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

 定員適正化計画を策定し職員の適正化が図られており、今後も計画的に職員数を管理する必要があります。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 第３次定員適正化計画に記載している手法の推進 
平成３０年度 
人事ヒアリングを実施しながら各課の業務量を把握し、計画的に職員数を管理していきます。 
令和元年度 
 平成３１年４月１日現在の職員数は２５３人となり、計画値の２５８人を５人下回っており、必要な職員数を確保できる

よう取り組みます。 
令和２年度 
 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
計画の進捗管理  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

人事ヒアリングの実施          

 
 

 

職員人件費の状況の公表          

 
 

 

第４次定員適正化計画の

策定 

         

 
 

 

          

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２９年３月に美里町第３次定員適正化計画を策定しました。 

 平成２９年４月１日現在の職員数については、２６０人となり、目標値を達成しています。 

 公表ついては、前年同様に町の広報紙及びホームページで公表を行っています。 

平成３０年度 

 平成３０年４月１日現在の職員数は、２５８人であり目標値の２６０人を２人下回っています。 

令和元年度 

平成３１年４月１日現在の職員数は２５３人となり、計画値の２５８人を５人下回っており、必要な職員数の確保に取り

組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 定員適正化計画の策定 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 社会情勢等に適切に対応するためには、職員数の削減だけでなく必要に応じた補充等を進め、あら

ゆる任用形態を活用した弾力的な組織運営を進めるよう検討しなければなりません。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 

定員適正化計画に基づき、定員の適正管理を行いました。 

人件費（一般会計）については、職員給料は前年度とほぼ同額でありましたが、退職手当組合負担金

及び市町村職員共済組合負担金が増加したため、合計で約２９３１万円の増加となりました。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 

平成３１年度に向けた職員募集活動を行い、必要な職員数の確保に努めました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 

令和２年度に向けた職員募集活動を行い、必要な職員数の確保に努めました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 平成２９年４月を始期とする５年間の第３次定員適正化計画を策定し、平成３３年４月現在で職員数２５６人を目標とし

ています。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
人事ヒアリングを実施しながら各課の業務量を把握し、計画的に職員数を管理していきます。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 平成３１年４月１日現在の職員数は２５３人となり、計画値の２５８人を５人下回っており、必要な職員数を確保できる

よう取り組みます。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 令和２年４月１日現在の職員数は２７４人となり、計画値の２５７人と比較すると１７人上回る状況となりました。合併

後、減員することを目指した定員適正化計画を策定し、取り組んできましたが、働き方改革の推進等のため、必要な職員数

を確保しました。今後、第４次定員適正化計画の策定に向け、適正な定員の考え方について、整理する必要があります。 
 この取組項目は、定員適正化計画に基づき定員適正化を図り、毎年度その成果を公表する仕組みが運用されていることか

ら、令和元年度で完了とします。 
 

 

担当課／係 

総務課 

/人事給与係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 高橋 一夫 



21 
 

第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 28 【②行政サービスの質の向上】  

項目名： 窓口・公共施設等の住民サービスの 

充実 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 目標を達成することができました。目標値を見直しながら、今後も継続していくべきものと考えます。 

（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

 さらなる接遇向上を目指す必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・社会保障・税番号制度運用関係への対応 
・来庁者窓口利用アンケート調査の実施 
・コンビニ交付等の検討 
平成３０年度 
 窓口利用者アンケート調査の実施時期を見直します。 
 マイナンバーカード交付率を向上させる取り組みを検討します。 
令和元年度 
マイナンバーカードの交付率を向上させるため、来庁者への申請勧奨をします。 
（転入手続きや国保加入時の行政手続きの際に実施） 
ポスター掲示等による周知広報活動を行います。 
戸籍・住民票等の公用交付の増加及びマイナンバーカードへの健康保険証機能の付加等によるマイナンバーカードの申請

件数の増加が見込まれ、戸籍異動処理及び窓口業務の遅滞が懸念されることから、窓口利用者のサービス向上（処理時間短

縮）対策として、窓口業務（住民票等の発行業務及び国民健康保険等の申請受付業務）の委託化等の検討を行います。 
令和２年度 
マイナンバーカードの交付申請等の増加により処理時間の増加が見込まれるため、受付体制の整備を図るとともに、窓口

手続きに係る処理時間の短縮とサービス向上のため、窓口業務の委託化及び住民票等のコンビニ交付を行います。 
また、特に専門性を有する業務について、不測の事態に対応できる業務体制を検討します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
窓口利用者アンケート調

査 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

コンビニ交付の検討          

 
 

 

マイナンバーカード交付

率向上対策 

         

 
 

 

窓口業務の委託化検討          

 
 

 

窓口業務の委託          

 
 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 番号制度の運用については、適正に対応しました。 

 アンケート調査及び接遇対応評価測定調査結果を踏まえ、住民サービスと接遇対応の向上に努めました。 

 コンビニ交付等の検討については、個人番号カードの申請件数が全体の１０％程度であり、現時点では申請件数をもっと

上げなければコンビニ交付を導入しても、効果が少ないと考えます。 

平成３０年度 

番号制度の運用については、適正に対応しました。 

マイナンバーカードの申請件数は全体の１１．７％であり若干の上昇はみられるものの低調な推移でした。 

令和元年度 

番号制度の運用については、適正に対応しました。 

マイナンバーカードの申請件数は、人口に対する申請率が１３．９５％で上昇傾向がみられました。 

窓口利用者のサービス向上対策として、窓口業務の委託及び住民票等のコンビニ交付を令和２年度から実施することとし

ました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 窓口利用者のアンケート調査における満足度 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 住民の利便性の向上と窓口職員の接遇向上を図るため、窓口利用者のアンケート調査を平成２５年度

から行い、利用者の満足度の上昇を目標とし目標値を５％増の７３．３%に設定しました。平成３０年

度に目標を達成したので、更なる満足度のアップと職員の接遇向上を図るため、７８％に設定しました。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

７３．３％ ７３．３％ ７８．０％ ７８．０％ ７８．０％ 

実 績 ７２．２％ ７６．０％ ７５．２％   

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

目標とした満足度には達しなかったものの、窓口業務への苦情は減少しています。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

目標とした満足度に達成しました。 

更なる住民満足度のアップとなるよう、今後もよりよい接遇対応に心掛けます。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

目標とした満足度には達しなかったものの、住民満足度がアップとなるようなよりよい接遇対応に心

掛けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

町民生活課 

/住民係 

進捗管理者 

 菊地 卓昭 

担当者 

 高橋 美樹 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 窓口利用者アンケート調査の実施時期について、これまで３月の繁忙期に実施していたため、アンケート回収率が低い状

況です。 
コンビニ交付等の検討については、個人番号カードの申請件数が全体の１０％程度であり、現時点では申請件数をもっと

上げなければコンビニ交付を導入しても、費用対効果が少ないと考えられることから、まずは、マイナンバーカードの交付

率を上げる対策を進める必要があります。 

平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 窓口利用者アンケート調査の実施時期を見直します。 
 マイナンバーカード交付率を向上させる取り組みを検討します。 

平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
マイナンバーカードの交付率を向上させるため、来庁者への申請勧奨をします。 

令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
戸籍・住民票等の公用交付の請求件数やマイナンバーカード申請件数の増加により、来庁者の窓口対応が遅滞し、窓口利

用者へのサービス低下が懸念されます。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 31 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 行政需要の把握とその対応【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 町政相談員の設置、総合案内相談窓口の開設や提案箱設置など、行政に対する意見、要望、相談等の把握と対応を推進する

環境整備に努めました。さらに対応のマニュアル化を図り、組織としての適切な対応と住民の利便性向上に繋げました。 

（２）課題   □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

 複雑多様化する行政への意見、要望、相談に迅速的確に対応する必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 総合案内相談窓口、町政相談員、提案箱等の相談対応ツールの広報を四半期前半に集中して実施し、住民への周知を図り

ます。 
 開設から２年を経過した総合案内相談窓口の利用・対応状況の分析と改善点の検証を９月までに行い、来年度以降の取組

に反映させます。 

平成３０年度 
行政への意見、要望、相談等の対応については、迅速かつ的確に対応することが当たり前であり、１００％対応することを

目標に設定することは適切とは言えません。これらの情報を得て、適宜町の施策としてスムーズに反映させていくための仕

組みが行政改革で求められる取組であると考えます。今後は、頂いた相談等の内、町の施策、事務事業等へ反映した状況を公

表する仕組みを検討してまいります。 

令和元年度 
 総合案内相談窓口に寄せられた相談等の町の施策、事務事業等への反映状況の公表について、実現に向けた仕組みの検討

を行います。また、総合案内相談窓口については、引き続き相談しやすい環境への改善を行います。 

令和２年度 
総合案内相談窓口、町政相談員、提案箱等の行政に対する提案、意見、要望、相談等の対応ツールを確立し、住民に周知し

ます。 
各担当窓口や専門相談への案内等、総合案内窓口業務により住民サービスの向上を図ります。 
住民の声マニュアルの見直しを行い、行政需要の把握と公表する仕組みを整備します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
総合案内相談窓口の設置  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

意見、要望、苦情等の受

付 

         

 
 

 

意見、要望等の町の施策

等への反映状況の公表 

         

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 広報みさとやホームページを活用して相談対応ツールの周知を図り、相談者の利便性向上に努めました。 

 総合案内相談窓口の対応件数は年々増加しているものの、案内業務が９割以上の状況にあります。対応内容を分析し、相

談体制の強化充実を図る上での改善すべき点について検証を行いました。  

 総合案内相談窓口対応述べ件数 6503件（要望4件、苦情9件、相談167件、情報提供10件、案内業務6307件） 

平成３０年度 

 広報みさとを活用して相談窓口の周知を図り、認知度向上に努めました。 

 総合案内相談窓口の対応件数は年々増加しているものの、案内業務が９割以上の状況にあります。対応内容を分析し、相

談体制の強化充実を図る上での改善すべき点について検証を行いました。  

総合案内相談窓口対応述べ件数 5,905件 

（要望4件、苦情7件、相談173件、情報提供1件、案内業務5,714件、その他6件） 

令和元年度 

 広報みさとを活用して相談窓口の周知を図り、認知度向上に努めました。 

総合案内相談窓口対応述べ件数 5,632件 

（要望4件、苦情2件、相談72件、情報提供5件、案内業務5,537件、その他12件） 

相談窓口等に寄せられた意見等について、要望、苦情については担当部署に周知し業務改善につなげ、事務事業等への反

映、公表方法等の仕組みの見直しについて検討を行いました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 総合相談窓口に寄せられた意見、要望、提案、苦情等に対する対応処理 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 相談体制の強化充実を図る上で、回答までの事務処理対応が適切に行われているかの検証が必要と

考えるため、回答調整の必要な案件への確実な対応による住民との信頼関係を構築するコミュニケー

ションの実施を目指します。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

実 績 １００％ １００％ １００％   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
総合案内相談窓口対応述べ件数 6503件 

（要望4件、苦情9件、相談167件、情報提供10件、案内業務6307件） 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
総合案内相談窓口対応述べ件数 5,905件 

（要望4件、苦情7件、相談173件、情報提供1件、案内業務5,714件、その他6件） 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
総合案内相談窓口対応述べ件数 5,632件 

（要望4件、苦情2件、相談72件、情報提供5件、案内業務5,537件、その他12件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

総務課 

/広報広聴係 

進捗管理者 

 佐々木 康  

担当者 

 佐々木 恵 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 総合案内相談窓口での案内業務は定着し、来庁者にも好評を得ているところですが、相談対応業務があまり機能していな

い状況にあります。組織的な相談体制の機能充実を図るためにも、窓口設置の環境改善（特に秘密保持の観点等から）が必

要です。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
行政への意見、要望、相談等の対応については、迅速かつ的確に対応することが当たり前であり、１００％対応すること

を目標に設定することは適切とは言えません。これらの情報を得て、適宜町の施策としてスムーズに反映させていくための

仕組みが行政改革で求められる取組であると考えます。今後は、頂いた相談等の内、町の施策、事務事業等へ反映した状況

を公表する仕組みを検討してまいります。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 総合案内相談窓口に寄せられた相談等の町の施策、事務事業等への反映状況の公表について検討しましたが、実施できま

せんでした。引き続き公表の仕組みを検討し、実現に向けた取り組みを行います。また、総合案内相談窓口の運営について

は、引き続き相談しやすい環境づくりを目指した改善が必要です。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 総合案内相談窓口に寄せられた相談等の町の施策、事務事業等への反映状況の公表について実施できませんでした。住民

の声マニュアルの見直しを行い公表の仕組みを整え住民の視点に立った総合案内窓口の環境づくりを目指します。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 32 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 行政需要の把握とその対応【重点】 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 全庁的な住民の要望、意見等への対応を標準化するためにマニュアルを策定し、情報のデータ管理、共有化及び対応の進

捗管理を目指しました。情報のデータ管理を実施するためのシステム運用が不十分です。取組の周知徹底及びデータの電子

媒体入力フォームの見直し等改善が必要です。 

（２）課題   □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

情報管理のシステム化が必要です。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 意見、要望、提案、苦情等の情報共有及びデータ管理のための電子媒体入力フォーム見直しを 12月までに完了し、1月か
ら 3月までの期間にシステムの運用と対応の標準化マニュアルの周知について徹底を図ります。 
平成３０年度 
既存システムの活用が困難な状況となったことから、新たに情報共有データ管理のための仕組みを早急に検討してまいり

ます。 
令和元年度 
 新たな情報共有データ管理のための仕組みを再検討するとともに、令和 2 年度の行政システムの更新に併せた新たな情報
共有システムの運用を検討してまいります。 
令和２年度 
 蓄積した情報を有効に活用するため、データベースのデータ項目及び入力方法について検討し、新たなデータ管理の仕組み

の構築に向け、これまでのデータを集約し、整理を行います。 
 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
情報共有システム導入検

討 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

情報共有データ管理構築    

 

      

 
 

 

情報共有データ管理運用          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 意見、要望、提案、苦情等の情報共有及びデータ管理のための電子媒体入力フォームの見直しを検討しました。解決策と

して、現在活用しているフォームにおけるエクセル入力の繁雑さ等を解消するため、既存のイントラ内「みんなの声」のシ

ステム運用についても調整しましたが、個人情報保護等の課題が解決できないまま見直しまでに至りませんでした。 

平成３０年度 

既存のイントラ内「みんなの声」のシステム運用について、業者と再調整しましたが、個人情報保護等の課題が解決でき

ないまま見直しまでに至りませんでした。 

令和元年度 

既存のイントラ内「みんなの声」データベースの運用について、業者と再調整しましたが、個人情報保護等の課題が解決

できないまま見直しまでに至りませんでした。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 要望、意見等対応システムの構築 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 住民ニーズの的確な把握と対応処理を行い、情報のデータ化、共有化を図るためのシステムが必要

です。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
既存イントラシステムにおける情報管理を検討しましたが、個人情報の運用に問題があり、実現でき

ませんでした。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
既存イントラシステムにおける情報管理を再検討しましたが、個人情報の運用に問題があり、実現で

きませんでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   ☑モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
既存イントラシステムにおける情報管理を再検討しましたが、個人情報の運用に問題があり、実現で

きませんでした。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
住民の意見、要望等への対応の標準化については、マニュアルの周知不足もあり、一部での取組となっています。また、

情報のデータ管理と、共有化、対応の進捗管理については、システム構築が進んでいない状況と課題解決にむけた取組が必

要です。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
既存システムの活用が困難な状況となったことから、新たに情報共有データ管理のための仕組みを早急に検討してまいり

ます。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 新たな情報共有データ管理のための仕組みを再検討するとともに、令和 2年度の行政システムの更新に併せた新たな情報
共有システムの運用を検討してまいります。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 「みんなの声」データベースの構築について、ベースとなる「町民の声対応マニュアル」の運用方法を見直し、収集の対

象とする情報が集約できる業務体制を整備する必要があります。（項目№３１）また、データベースのデータ項目及び入力方

法については、蓄積した情報を有効に活用できる方法を検討するとともに、情報を公開する基準の整備も必要である。 
 

担当課／係 

総務課 

/広報広聴係 

進捗管理者 

 佐々木 康 

担当者 

 今野 宗睦 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 35 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 組織機構の見直し 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 その時々の状況から組織体制の見直しは随時必要となってきます。いつでも組織見直しの検討ができる体制を整え、迅速

に対応していきます。 
（２）課題   □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

 社会情勢の変化が激しい中、安定した住民サービスを提供するには、随時、組織の見直しを検討する必要があります。 

 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 組織体制見直しの検討 
平成３０年度 
 組織体制の見直しは、その必要の都度、期限を決めて計画的に行う必要があり、人事ヒアリングを実施しながら随時、組

織の見直しを検討します。 
令和元年度 
職員数（定員管理）、年齢バランス及び業務数等、多面的に組織の在り方を検証し、組織の見直しを検討します。 
水道事業所・下水道課の統合について、スケジュールを作成し、検討実施に移行します。 
徴収対策課の方向性（課の統合、業務の調整等）について検討します。 
町の組織体制について、業務量の調整、人員配置、組織形態等について、検討組織を立ち上げ、検討に着手します。 
令和２年度 
令和元年度から引き続きワーキンググループによる組織の見直しの検討を進め、検討結果を美里町行政改革推進本部会議

に提出します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
組織体制の見直し検討  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

条例・規則改正          

 
 

 

水道事業所・下水道課の

統合（新規） 

         

 
 

 

徴収対策課の方向性検討          

 
 

 

見直し検討体制の整備          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 健康福祉課の組織機構の見直しについて検討を行い、１２月議会において新たに長寿支援課を設置する条例改正案が可決

しました。 

平成３０年度 

 組織改変に関する検討に着手できませんでした。 

令和元年度 

 水道事業所と下水道課の組織機構の見直しに着手し、組織統合を前提に、令和２年８月から下水道課を水道事業所が設置

される美里町浄水場に移転することとしました。引き続き、組織統合に向けた業務詳細等の調整を行います。 

組織体制の見直しのため、ワーキンググループを設置し、検討を開始しました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 組織体制の見直しが必要となる部署等 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 組織体制については、常に見直しを行い、その対応が必要と考えます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 
健康福祉課について、組織体制の見直しを行い、高齢者が健康で元気に暮らせるよう支援を充実させ

るため、長寿支援課を設置しました。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 
組織改変に関する検討は行いませんでした。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 
水道事業所と下水道課が同じ施設となることで、窓口サービスの利便性向上と上下水道職員間の連

携・強化が期待されます。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 組織改編に係る内部での検討に時間を要すことから、検討当初に新組織稼働までのスケジュールを決めて進めなければな

りません。また、事前に住民への周知を図ることも必要です。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 組織体制の見直しは、その必要の都度、期限を決めて計画的に行う必要があり、人事ヒアリングを実施しながら随時、組

織の見直しの検討が必要です。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
職員数（定員管理）、年齢バランス及び業務数等、多面的に組織の在り方を検証し、組織の見直しの検討が必要。 
組織体制について、①水道事業所・下水道課の統合、②徴収対策課の方向性について、平成３１年度に具体的な対応に着

手する。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
水道事業所と下水道課の統合については、新たな項目として実施計画書を作成し、進行管理を行います。 
組織体制の見直しの令和３年４月の実施に向け、令和元年度に設置したワーキンググループで引き続き検討します。検討

結果については、美里町行政改革推進本部において、組織への反映の可否について検討します。 
 

担当課／

係 

総務課 

/総務係 

進捗管理者 

 佐々木 義則  

担当者 

 門間 裕匡 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 40 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 住民自治と住民参画 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 町内の活動団体が作成した自治基本条例（案）の内容等の協議を行いましたが、町の既存条例と重複する部分が多く見受

けられます。このことから、条例の制定について現段階では早急に必要なものではないと判断しました。 

 今後は「まちづくりと住民参画」として条例制定の必要性も含めて継続して検討し、取り組んでいきます。 
（２）課題   ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

 財政状況が厳しい中、町民を行政サービスの提供を受ける対象としてだけでなく、主体的に地方行政へ参画していく存在

として捉えていくことが求められている。地域における自治活動や住民参加が、まちづくりに必要となってきています。 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 住民活動や住民参画などについての講演会を、平成２９年度中に実施します。 
平成３０年度 
 まちづくりについて、他自治体の実践例を講演会等において紹介し、各地域における自治活動の取組みを推進します。 
令和元年度 
 本町の現状を把握するため、公立学校法人宮城大学の協力を得て、町内各地域における住民活動について調査を行い、自

治活動の取組を推進します。 
令和２年度 
  

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
「住民自治と住民参画」

講演会開催 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

「住民活動等の実践例」

講演会、研修会等の開催 

         

 
 

 

地域の住民組織及び活動

支援（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等活用） 

         

 
 

 

 
         

 
 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成２９年１１月１８日に、岩手県立大学総合政策学部高橋秀行教授を迎えて、「地方分権と住民自治、住民参加、まちづ

くりのあり方」の講演会を開催しました。 

平成３０年度 

 平成３０年１１月２３日に、公立学校法人宮城大学事業構想学群佐々木秀之准教授を迎えて、「地域の資源を生かした地域

づくり、まちづくり」の講演会を開催しました。 

令和元年度 

 町内を６地域に分け、各地域の特色ある活動について、公立学校法人宮城大学事業構想学群佐々木准教授、宮城大学学生

等により調査を行いました。 

 

 

 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 定性目標 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

まちづくりを進めるために必要な住民の方と行政と、話すことができる環境や参加する方法などの

仕組みづくりについて、考える機会を設けていきます。 

 また、その仕組みづくりの形態、住民参画についても、引き続き取り組んでいきます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
講演会の開催は、約１００人の方が参加し、他の自治体の実例などを説明しながら、身近なコミュ

ニティで「自分たちのまちを自分たちでつくる」取り組みの必要性を考える機会となりました。 

平成３０年度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 
講演会に約５０人の方が参加し、「地域の資源を生かした地域づくり、まちづくり」についての講

演を聞き、住民活動の実践例からまちづくりを考える機会となりました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 ☑ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

町内各地域における住民活動を調査することにより、各地域で行われている活動を把握することが

できました。宮城大学の皆さんに調査をいただいたことにより、当然に行っている活動が、地域資

源、環境等を活かした魅力ある活動だということを、活動している皆さんにも再認識いただく機会に

なりました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 まちづくりについて、各地域において自治活動の取組に苦慮しています。 
他自治体の実践例を紹介するなど、自治活動への住民参加の理解を得る必要があります。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 まちづくりについて、他自治体の実践例を講演会等において紹介し、各地域における自治活動の取組を推進します。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 本町の現状を把握するため、公立学校法人宮城大学の協力を得て、町内各地域における住民活動について調査を行い、自

治活動の取組を推進します。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 各地域の住民活動を把握したことにより、それぞれが特色のある活動をしていることが認識できました。人口減少社会に

おいて、地域コミュニティを活性化させるためには、多くの地域の方々が積極的に参加することが必要であることから、住

民活動に係る事例集を作成し、各地域の取組みの参考とし、住民活動を推進します。 
なお、この取組項目は、総合計画において【地域づくり支援事業】として、令和２年度から総合計画施策として実施して

いきます。 
 

 

担当課／係 

まちづくり推進課 

/地域づくり推進係 

進捗管理者 

 齋藤 寿 

担当者 

 相澤 直子 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 41 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 会議及び会議録の公開 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 平成２４年度の数値を基準とし、それ以降、目標に達していませんでした。会議録の調整は、事務担当者が実施している

場合が多く、他の業務に追われて会議録の調整が後回しになってしまい調整に時間を要しています。今後、各会議等の内容

によっては、会議録調整業務の外部委託を検討する必要があります。 

 一方、会議録の公開は、可能な限り早急な対応が求められることから、基準値を見直し今後も継続していくべきものと考

えます。 
（２）課題   □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

 附属機関等の会議録について、おおむね３０日以内に公開することとしているが、多くの附属機関等でその期限が守られ

ていません。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
・附属機関等の会議の公開に関する運用 
・行政文書管理規則、文書規程の適切な運用 
・情報公開の推進 
平成３０年度 
会議の公開及び会議録の公表については、進捗管理を行いながら進めていきます。 
 また、会議録作成については、職員の負担も大きいことから、外部委託やソフトウェアの導入も検討していきます。 
令和元年度 
会議の公開及び会議録の公表について、進捗管理を行いながら進めていきます。 
また、会議録作成について、職員の事務負担を考慮し、代替策を検討します。 
令和２年度 
会議録作成の委託化を進めます。 
また、会議の開催周知から会議録の公表までを管理する手法を検討し、実施します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
会議録の作成及び公開  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

附属機関の運用に関する

通知 

         

 
 

 

会議録作成の委託化          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

 平成３０年３月総務課長名で各課長等あてに附属機関の運用に関する通知を発出し、会議の公開について周知しました。 

平成３０年度 

会議開催から３０日を経過するまでに担当課に確認する等進捗管理を行った。 
会議録の作成に関する外部委託を検討したが、予算の確保ができず実施に至らなかった。 
令和元年度 

 会議録作成業務について、障害者雇用により行うこととし、臨時職員を募集したが応募はありませんでした。また、新た

な委託先として、県内のＮＰＯ法人（就労継続支援Ｂ型事業所）に試行的に業務を依頼し、業務内容を検証した結果、１

ページ単位で委託可能であることから、今後の運用方法によっては、事務負担の軽減が見込まれる。 

会議開催から３０日を経過するまでに担当課に確認する等進捗管理を行った。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 会議終了後、会議録の公開まで1か月以内の附属機関の割合 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 公開した附属機関等の会議の会議録を遅延なく公表することで、行政と住民等との円滑な情報共有を

図ります。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１６％ １６％ １６％ １６％ １６％ 

実 績 １２．５％ １６．１％ ７．５％   

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

附属機関の運用について各課長あて通知することにより、会議の公開等に関して周知を図りました。

しかし、会議録の公開までの期間について、３０日以内という目標を達成した附属機関等の会議が３

件のみであり、目標を達成できませんでした。 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

附属機関の会議録公表について周知を図り、会議録の公開までの期間が３０日以内という目標を達

成した附属機関等の会議が１１件となり目標を達成しました。 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   ☑情報   □その他 

成 果 の 内 容 

附属機関の会議録の公開までの期間が３０日以内であった会議は５件で、目標を達成できませんで

した。なお、対象となる会議総は６７件あり、２か月以内が２６件、３か月以上が１４件、それ以上

が２２件となっており、会議録公開までの平均期間は８４日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課／係 

総務課 

/文書法令係 

進捗管理者 

 門間 裕匡 

担当者 

 佐藤 理子 
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【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 附属機関等の会議の公開については規則に「速やかに、公開しなければならない。」と定められており、これを遵守しなけ

ればならないことから、周知を徹底し会議開催から３０日を経過するまでに担当課に確認する等進捗管理を行う必要があり

ます。 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 会議の公開及び会議録の公表については、進捗管理を行いながら進めていきます。 
 また、会議録作成については、職員の負担も大きいことから、外部委託やソフトウェアの導入も検討していきます。 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
会議の公開及び会議録の公表については、進捗管理を行いながら進めていきます。 
また、会議録作成については、職員の事務負担も大きいことから、代替策を引き続き検討していきます。 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
平成２９年度から会議の公開及び会議録の公表について３０日以内に行うよう周知してきましたが、浸透しない状況であ

り、その解決策の１つである会議録作成の委託化拡大について検討し、事務負担の軽減について進めます。 
また、会議の公開及び会議録の公表に係る進捗管理について、附属機関等の会議開催情報が取得できず、結果、担当課へ

の確認ができていない状況にあることから、会議の開催周知から会議録の公表まで管理する手法について検討が必要です。 
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第３次美里町行政改革大綱 実施計画書 

【① 基本情報】 

項目№ 44 【③社会情勢等の変化に対応した 

行政サービスと公民連携】  

項目名： 組織機構の見直し（上下水道事業 

の組織見直し） 

 

 

【②第２次大綱までの各取組に対する検証結果等】 
（１）これまでの取組み 

 水道事業及び下水道事業については、それぞれの組織において、経営健全化の取組を行っています。 

（２）課題   ☑ヒト   ☑モノ   ☑カネ   □情報   □その他 

 近年の地方公営企業を取り巻く環境は大きく変化しており、人口減少社会の到来による水需要の減少による収益の低下、

上下水道施設の更新・改良事業費の増大及び災害への備えといった課題を抱えており、厳しい経営環境が続いています。 

これらの多くの課題解決の一方策として、宮城県内の多くの上下水道事業体で実施及び検討が行われおり、本町において

も上下水道事業組織の統合を検討する必要があります。 

 

【③主な取組み （Ｐｌａｎ）】 
平成２９年度 
 － 
平成３０年度 
 － 
令和元年度 
統合に当たってのメリット・デメリットの洗い出し及び検証、事務所、職員数（定員管理）、年齢バランス及び業務数等、

多面的に組織の在り方を検証し、組織の見直しを検討します。 
令和２年度 
令和２年８月に下水道課を東庁舎から水道事業所内に移転し、業務を開始するため、住民等への事前周知を行います。 
令和３年４月に組織を統合するため、組織統合に必要な関係法令を整備します。 

 

【④具体的な取組項目のスケジュール （Ｐｌａｎ）】 「計画              ・実績              」 

具体的な取組項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
組織体制の見直し検討  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

条例・規則改正 

関連予算計上 

         

 
 

 

事務所移転作業          

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤各年度取組実績 （Ｄｏ）】  

平成２９年度 

－ 

平成３０年度 

－ 

令和元年度 

 先進自治体の視察を行いメリット・デメリット、事務所の設置場所、職員体制等について検証を行いました。  

両課の協議のもと統合の時期及び事務所の移転場所等を定め、議会に対し報告を行いました。 

 

【⑥成果 （Ｃｈｅｃｋ）】 
目標又は指標 組織体制の見直しが必要となる部署等 

目標又は指標

( 基 準 ) 

の 考 え 方 

 組織体制については、常に見直しを行い、その対応が必要と考えます。 

目標又は指標 

基 準 値 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

     

実 績      

 

平成２９年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 － 

平成３０年度 成果の視点 □ヒト   □モノ   □カネ   □情報   □その他 

成 果 の 内 容 － 

令 和 元 年 度 成果の視点 □ヒト   □モノ   ☑カネ   □情報   ☑その他 

成 果 の 内 容 
組織統合の時期を令和３年４月と方針を定めたことで、大枠のスケジュールが確定し、組織統合に

伴う経費を令和２年度当初予算で予算化を行いました。 

 

【⑦課題・改善（Ａｃｔｉｏｎ）】 
第３次大綱策定時【平成２９年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 － 
平成２９年度【平成３０年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
 ‐ 
平成３０年度【令和元年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
－ 
令和元年度【令和２年度計画 （Ｐｌａｎ）へ反映】 
令和２年８月に下水道課の事務所移転作業があり、令和３年４月の組織統合までのスケジュールがより厳しくなることか

ら、各担当が意識的に組織統合に係る業務を行う時間を確保するとともに、全体の進捗状況の管理を行う必要があります。 
組織移転、組織統合により、対応する窓口体制等が変わることから、早期に住民及び関係団体に周知を行い、混乱を防ぐ

必要があります。 
 

担当課／係 

水道事業所、下水道課 

進捗管理者 

 櫻井純一郎 

 菊地卓昭 

担当者 

 高橋勲 

赤坂幸紀 


